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・施設の長寿命化に関する修繕等への対応について追記 

・指定管理料の上限額の提示について追記 

第 12 版 

（平成 31 年２月） 
・指定管理者が組織再編行為等を行った際の対応について追記 

第 13 版 

（令和元年９月） 

・改訂履歴のページを追加 

・国家賠償法等に基づく賠償請求に関する記述を変更 

・選定時における市内中小企業等に対する加点措置の対象に、中小企業等協同組合

法に基づく協同組合のうち一部を追加することに伴う変更 
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はじめに 

 

平成 15 年６月の地方自治法（以下「法」という。）改正により指定管理者制度が導入さ

れ、それまで公共的団体等に限られていた「公の施設」の管理運営に関して、企業・NPO

等を含む団体（以下「民間事業者」という。）に委ねることが可能となった。 

本市では、既に 900 を超える施設について当制度が導入されている。 

近年、公共サービスに対する市民のニーズが多様化・高度化する一方、地方自治体を含

む公共部門の財政状況が一段と厳しさを増していく中で、指定管理者制度だけでなく PFI

や市場化テスト等、公共サービスや施設整備にあたって、行政と民間事業者がそれぞれの

持つ経営資源やノウハウ・アイディアを活かした公民連携手法が導入されてきた。 

しかしながら、従来のように「公（行政）が発注し、民（民間事業者）がその仕様に沿

ってサービスを提供する」というような行政側の一方的な条件提示にとどまることなく、

民間事業者の能力や創意工夫を最大限に引き出し、行政と民間事業者が双方向のコミュニ

ケーションを通じて、それぞれのノウハウや経営資源を最適な形で組み合わせることによ

り、市民サービス向上と地域活性化を図り、新しい公共を「共に創る（共創）」ことを目

指して、平成 21 年３月に「共創推進の指針」を策定した。 

本ガイドラインは、「共創推進の指針」を公民連携事業の上位概念に据えながら、これ

までの指定管理者制度の運用全般にわたる課題や様々な施設に共通する取扱い等を整理す

ることにより、今後の制度運用の基礎となる、いわば「羅針盤」として策定したものであ

る。本市における指定管理者制度運用の持続的改善を進めることを通じて、各施設の設置

目的（施設の設置により達成を目指している政策目的）をより効果的かつ効率的に達成し、

住民福祉のより一層の向上に資することを目的としている。 

なお、本ガイドラインは、本市が所管する公の施設のうち、指定管理者制度によって管

理運営を行っている施設（以下「指定管理施設」という。）における制度運用の「原則」

を示すものであり、実施にあたっての細目等については、各施設の所管課が施設ごとに個

別に決定する。したがって、各施設の特性に応じてガイドラインとは異なる取り扱いを行

う場合、各施設の所管課は、市民・利用者等に対して説明責任を果たす必要がある。 
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第１章 指定管理者制度の概要 

 

１ 指定管理者制度とは 

指定管理者制度とは、地方自治体が設置する「公の施設」の管理運営について、民間

事業者に委ねることを可能とする地方自治法上の制度である（法第 244 条の２）。 

つまり、指定管理者制度とは、公の施設の管理運営を通じて政策目的を達成するため

の手法の一つと位置づけられ、その目的は「多様化する市民ニーズにより効果的、効率

的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上と

経費の節減等を図ること」であるとされている（平成 15 年７月 17 日総行行第 87 号の総

務省通知）。 

指定管理者制度は、平成 15 年６月の法改正により創設されたものであるが、従来は行

政処分として地方自治体が行っていた利用許可権限等、施設に関する管理権限を指定管

理者に委任できることとなったほか、主に下表に示される点が従来の「管理委託制度」

から変更となった。 

 

 管理委託制度《改正前》 指定管理者制度《改正後》 

管理運営の 

主体 

・公共団体、公共的団体、地方自治体

の出資法人等に限定 

・相手方を条例で規定 

・民間事業者を含む幅広い団体（法人

格は不要。ただし、個人は除く） 

・議会の議決を経て指定 

権限と業務の 

範囲 

・施設の設置者である地方公共団体と

の契約に基づき、具体的な管理の事

務又は業務の執行を行う 

・施設の管理権限及び責任は、地方自

治体が引き続き有する（使用許可権

限も付与できない） 

・施設の管理権限を指定管理者に委任

（使用許可権限を含む） 

・地方自治体は、管理権限は行使せ

ず、設置者としての責任を果たす立

場から必要に応じて指示等を行う 

条例で 

規定する内容 
・委託の条件、相手方等 

・指定の手続、指定管理者が行う管理

の基準及び業務の範囲 

法的性質 ・委託（契約） 

・指定（行政処分） 

・管理運営の細目等については、協定

（行政処分の附款）により規定 
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２ 公の施設  

(1) 「公の施設」とは 

「公の施設」は、「『住民の福祉を増進する目的をもつて、その利用に供するた

め』に地方公共団体が設ける施設」と定義され（法第 244 条第１項）、「公の施設」

の設置及び管理に関する事項は条例で定めることとされている（法第 244 条の２第１

項）。 

本市では、地区センター、地域ケアプラザ、公園、スポーツセンター等の地域に密

着した施設の他、横浜美術館、横浜みなとみらいホール、横浜国際プール、みなと赤

十字病院等の大規模施設が含まれる。 

次のような要件を満たさない場合には、市が所有又は設置する施設であっても、

「公の施設」とは位置付けられないこととなる。 

 

ア 住民の利用に供する施設であること（純然たる試験研究所、庁舎等は、公の施設

ではない） 

イ 横浜市の区域内に住所を有する者の利用に供する施設であること（観光ホテル等

は、公の施設ではない場合が存する） 

ウ 住民の福祉を直接的に増進することを目的とすること（競輪場等は公の施設では

ない） 

 

 

 

(2) 「公の施設」の必要性の検討 

ある施設について、指定管理者制度の新たな適用や再度の指定に際し、当該「公の

施設」を設置する必要性や意義が十分に認められていることが前提である。 

したがって、必要性の検討にあたっては、 

 

・社会経済情勢の変化など、所期の設置目的に照らして、サービス需要や効果が乖

離していないか 

・同種の施設サービスが民間事業者等により十分に提供されているなど、行政が競

合して実施していないか 

 

等「公共施設等総合管理計画」に基づいた施設の評価を実施するなど、公的サービ

スとして実施する意義も含め、各施設所管課が個々の施設を検証することが必要であ

本市施設
※博物館等（博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館）は
  地方独立行政法人による運営も可

公の施設 指定管理施設

直営施設（一部事務の委託を含む）

「公の施設」以外の施設
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る。 

 

(3) 指定管理者制度の適用の検討 

地方自治法上、「公の施設」は、本市による直営（一部事務の民間事業者等への

委託を含む）あるいは指定管理者制度による管理運営を行うことと定められている

（個別法により指定管理者制度の適用が認められない施設を除く。）。 

その際、「どちらの管理形態が、より効果的かつ効率的に施設の設置目的を達成

できると考えられるか」を基本的な判断基準とするべきであり、単純に施設の性質

（例えば、「○○施設は公共性が高いから直営であるべき」）によって決定されるべ

きものではない。 

公の施設のうち、現段階においては、本市に管理権限を留保する必要性が高い施

設、あるいは指定管理者制度を導入する必然性の低い施設と考えられる施設は、概

ね次のような施設が想定される。 

 

ア 個別法により指定管理者制度の適用が認められない施設 

イ 指定管理者制度の導入により、経費の上昇又はサービスの低下が想定される施設 

ウ 運営形態の変更を実施中又は検討中の施設 

エ その他、指定管理者として適切な民間事業者が存在しないことが明らかな場合な

ど、市の直接的関与が必要であると判断される施設 

 

なお、これは、あくまでも基本的な考え方を例示したものであり、具体的には個々

の施設ごとに詳細に検討する必要がある。 
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３ 指定管理者の指定に向けた流れ 
 

主な手続 具体的な手続 

条例の制定 

又は改正 

・設置条例の制定又は改正について市会へ付議 

※新たに指定管理者制度を導入する場合のみ 

選定 

（公募又は

非公募） 

・選定委員会で公募要項の決定（非公募の場合は申請要項） 

・十分な周知期間を設けてホームページ等で広く公募（非公募の場合は不

要） 

選定 
・応募者へのヒアリングの実施 

・選定委員会で客観的な選定基準に基づき選定 

指定の議決 ・指定管理者、指定期間等について市会へ付議 

協定締結 

・指定の通知 

・告示 

・協定の締結 

適正な管理

運営の確保 

・毎年度終了後、事業報告書及び翌年度の事業計画書の提出 

・利用者の声の聴取など管理の実態把握 

・必要に応じて指導等の実施 

 

４ 指定管理者の権限・義務等 
(1) 利用者に対する利用許可等の権限 

指定管理者制度により、従来は行政処分として市が行っていた利用許可等の施設の

管理権限を指定管理者に委任できるが、法令により市長のみが行うこととされている

次の事項等の権限については、指定管理者に委ねることは認められていない（平成

15 年７月 17 日総行行第 87 号の総務省通知）。 

 

ア 使用料の強制徴収（法第 231 条の３） 

イ 行政財産の目的外使用許可（法第 238 条の４） 

ウ 不服申立てに対する決定（法第 244 条の４） 

また、個別法に制限のある場合（例：市営住宅）等を除き、実際にどのような権限

を与えるかについては、各施設の特性を考慮した上で、各施設の設置条例において規

定することとされている。 

同種の施設が複数存在する場合（例：地区センター）、平等利用など公平性の観点

から、各所管課は、利用許可等の取り扱いに関する統一基準を策定しておくことが望

ましい。 
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(2) 利用許可等の法的位置付け 

指定管理者に対して利用許可等の権限を与える場合、あくまでも指定管理者は「本

市の機関」として権限を行使するものであることから、「横浜市行政手続条例（平成

７年３月条例第 15 号）」（以下「行政手続条例」という。）の規定が適用される。

そのため、許可基準を受付場所に掲示するなどにより公にする必要があること、不許

可とする場合にはその理由を示す必要があること等を、協定において確認的に規定す

る。 

また、申請に対する判断に際して、疑義が生じた場合には、施設所管課と協議した

上で決定することとする旨を、協定で規定する。 

さらに、手続きについては、行政不服審査法、行政事件訴訟法等の規定を踏まえて

行われることを、協定に明記する。 

 

(3) 目的外使用許可 

利用許可等の権限については指定管理者に付与することが可能であるが、目的外使

用の許可権限については、地方自治法上、市が引き続き有することとされているた

め、指定管理者が権限を行使できるものではない（平成 15 年７月 17 日総行行第 87

号の総務省通知）。 

例えば、指定管理者に管理運営を任せている施設において、屋外広告物や飲料水等

の自動販売機の設置等は、「行政財産の目的外使用許可」として本市が行政処分を行

うこととなる。 

また、指定管理者へ「指定を行う行政処分」と、「行政財産の目的外使用許可」と

いう行政処分は、地方自治法上の根拠等が異なる処分であることから、施設の管理者

である指定管理者に対して、当然に、「行政財産の目的外使用許可」を与えるもの

でないことについても留意されたい。 

 

(4) 指定取消及び管理業務の停止等 

地方自治法上、市は、指定管理者が市長等の指示に従わないときその他当該指定管

理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、

又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止（以下「指定取消等」という。）

を命ずることができることとされている（法第 244 条の２第 11 項）。 

 

協定では、当該条項の内容について確認的に規定した上で、指定取消等の事由を例

示列挙する。 

 

ア 当該施設の設置条例又は協定の規定に違反したとき 

イ 法第 244 条の２第 10 項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して、これに応じ
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ず又は虚偽の報告を行い、若しくは調査を妨げたとき 

ウ 法第 244 条の２第 10 項の規定に基づく指示に従わないとき 

エ 当該施設の指定管理者公募要項に定める資格要件を失ったとき 

オ 申込みの際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき 

カ 指定管理者の経営状況の悪化や組織再編行為等により管理業務を継続することが

不可能又は著しく困難になったと判断されるとき 

キ 指定管理者の、指定管理業務に直接関わらない法令違反等により、当該団体に管

理業務を継続させることが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき 

ク 指定管理者の責に帰すべき事由により管理業務が行われないとき 

ケ 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内

乱、テロ、侵略、暴動、ストライキ及び伝染病・感染症等の流行などの市又は指定

管理者の責に帰することのできない自然的又は人為的な現象をいう）により管理業

務の継続が著しく困難になったと判断されるとき 

コ 指定管理者から、指定の取消又は管理業務の全部若しくは一部の停止を求める書

面による申し出があったとき 

サ 当該施設が、公の施設として廃止されることとなったとき 

シ その他、市が当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めると

き 

 

なお、指定管理者が本市指名競争入札に参加する資格を有する者であり、指定期間中

に横浜市指名停止等措置要綱に定める措置要件に該当する場合は、指名停止を行う。 

 

(5) 指定取消等の手続 

指定取消等の実施にあたっては、事象の重大性、原因（帰責性）、市民・利用者へ

の影響、処分実施後の当該施設の管理運営方法等を考慮した上で、処分の内容・実

施時期等を決定する。 

処分の実施にあたっては、本市の行政手続条例に基づき、理由の提示や聴聞等の手

続が必要である。 

また、指定取消等の処分を行った場合には、必要に応じて、市が既に支払った指定

管理料の返還、収受した利用料金の全部又は一部の市への納付、市に損害が発生した

場合には損害賠償の支払い等を指定管理者に求めることができる旨を協定等に規定す

る。 

 

(6) 監査委員等による監査 

指定管理者による公の施設の管理についても、管理業務全般が監査対象となるもの

ではないが、管理運営に係る出納その他事務の執行に関して、評価・モニタリングと

は異なる視点から、次のとおり監査委員等による監査の対象となる場合がある。 

また、指定管理料や財産管理について違法又は不当であると認められるときは、住

民監査請求（法第 242 条）及び住民訴訟（法第 242 条の２）の対象となる。 
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○監査委員による監査 

監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるとき（法第 199 条第７項）。 

監査のため必要があると認めるとき、関係人の出頭・調査、帳簿・書類等の提出、

学識経験等からの意見聴取ができる（法第 199 条第８項）。 

○包括外部監査契約に基づく監査 

「横浜市外部監査契約に基づく監査に関する条例」第２条の規定により、包括外

部監査人が必要と認めるとき（法第 252 条の 37）。 

○個別外部監査契約に基づく監査 

「横浜市外部監査契約に基づく監査に関する条例」第３条の規定により、市長等

が要求するとき（法第 252 条の 42）。  
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第２章 本市における指定管理者制度運用の理念 
 

１ 本市における指定管理者制度の基本理念 
(1) 指定管理施設のマネジメントシステムの確立 

法第 244 条の２第３項は、「公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要が

あると認めるとき」には、指定管理者制度を適用することができる旨規定しており、

指定管理者制度導入の目的は、公の施設の管理に民間の能力を活用することにより、

「住民サービスの向上」及び「経費の節減」を図ることが主たるものとされている。 

しかし、公の施設は、既述のとおり「政策目的の達成」のために設置されるもので

あり、その管理運営が向上したと言えるためには、直接的な利用者に対する「サービ

スの向上」や「経費の節減」のみでは必ずしも十分とは言えない。 

そこで、本市における指定管理者制度の運用にあたって、まず各施設に固有の設置

目的（ミッション：mission）を明確化した上で、その効果的かつ効率的な達成を目

指すことをマネジメントとして確立する。 

本市においては、指定管理者制度の運用に際しては、単に「（建物としての）施設

の管理を行う」ということではなく、明確化された目的の達成を目指すための手法と

して指定管理者制度を位置づけ、運用していくことを基本姿勢とする。 

 

(2) パートナーシップに基づく「共創」の実現 

指定管理者制度は、単なる「施設管理運営業務のアウトソーシングの延長」ではな

い。 

市と指定管理者との関係は、法的には「委任者」と「受任者」の関係として捉えら

れるが、本市ではより積極的に、お互いの持つ強みに基づき適切に分担された役割を

果たすことによって、新たな価値の創出という共通の目的の達成を目指す「パートナ

ーシップ」として位置づける。 

本ガイドラインの上位規範にあたる「共創推進の指針」に掲げられた理念である

「異なる価値観の積極的相互作用を通じて新たな価値を創出し、行政と民間で『公』

を共に創っていくこと（共創）」を、「公の施設の管理運営」という過程を通じて具

体化していく取組として捉えるものである。 

「共創推進の指針」では、本市における共創事業として民間事業者等とパートナー

シップを構築する際の基本的姿勢として、次の４つの原則を掲げている。 

 

ア 対等・対話の原則 

イ 目標共有の原則 

ウ アイデア保護と透明性確保の原則 

エ 役割分担と責任明確化の原則 

 

これらの原則に基づき、次の点に留意して、市と指定管理者との良好な関係を構築

する。 
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ア 対等なパートナーとして認めあい、コミュニケーションを重視 

イ 施設目的の効果的・効率的な達成を共に目指し、協定により合意した目標を共有 

ウ 制度運用の高い透明性の保持と、事業者のアイデアを適切に保護 

エ 互いの役割分担とそれに伴う事前の責任明確化 

 

このような、本来異なる価値観を有する市と指定管理者との間での「パートナーシ

ップ」を実現していくためには、目的・目標の明確化及び共有が不可欠であることか

ら、明確化された目的・目標に基づくマネジメントシステムの確立は、指定管理者制

度の運用における実効性ある「共創」の基盤としても、必要となるものである。 

 

２ 指定管理施設のマネジメントシステム 

(1) 目標に基づくマネジメント 

指定管理者制度により公の施設の目的を効果的に達成するためには、「目的（ミッ

ション）を明確化した上で、その目的達成のために組織を運営すること」が必要であ

り、より具体的には、「指定管理者の全活動を、その目的達成のために方向付けるこ

と」が求められる。 

しかしながら、各施設の「目的」は、多くの場合極めて抽象的なものであることか

ら、すべての活動をその目的達成に方向づけていくためには、より具体化・細分化さ

れた「指標」に落とし込んだ上で、その指標に対する「目標（値）」を設定し、それ

に基づいた施設のマネジメントを行うことが必要である。 

この「目標に基づくマネジメント」を、本市の指定管理者制度の運用におけるマネ

ジメントシステムの基本とする。全体像としては次ページのとおりである。 

 

(2) 指標の設定 

ア 指標設定の重要性 

「目標に基づくマネジメント」を実施する上で、組織全体としての目的達成の状

況の認識・評価や日々の活動の有効性や効率性等を測定できる「指標」設定が重要

となる。 

指定管理者制度の運用における目標に基づくマネジメントの成否は、抽象的な施

設の目的（ミッション）を、施設の特性や機能を考慮した上で、どれだけ具体的な

「指標」として適切に落とし込めるかにかかっている。客観的な目標設定及びそれ

に対する評価を行うために、可能な限り、数値化した指標を設定することが望まし

い。 
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「指定期間」と「年度単位」の２つの期間のＰＤＣＡサイクルによって、各施設の管理

運営の持続的・継続的改善を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・目標の達成を目指す 

・インセンティブの付与を検討 

・年度単位の目標設定等 

Ｐ（計画） 

選定（公募等）・指定 

Ｄ（実行） 

施設の管理運営の実施 

・課題の分析と 

次年度への反映 

年間事業計画策定 

年度協定 

締結 

Ｃ（評価） 

Ａ（改善実施） 

指
定
管
理
者 

市
と
指
定
管
理
者 

目標値を含む 

基本協定の締結 

次年度計画検討 

施設の設置目的の明確化 

モニタリング及び評価の実施 

改善計画の策定・実施 

（期間中の運営状況を 

踏まえた設置目的の再検討） 

指定期間 ： 

 

年度単位 ： 

指定管理施設のマネジメントシステム 

「指標」の設定 

成果指標 

産出指標 

投入指標 

目
標
に
基
づ
く 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

「共創の原則」の適用 

a 対等・対話の原則 

b 目標共有の原則 

c アイデア保護と透明性確保の原則 

d 役割分担と責任明確化の原則 

「共創の視点」の導入 

a 市民・利用者の視点 

b 財務の視点 

c 成長・発展の視点 

d 地域・社会の視点 

①指定管理者 ②市（所管課） 

③第三者評価 ④利用者・市民 

市
と 

指
定
管
理
者 

市 
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イ 成果指標最優先の原則 

   指標には、次の３類型があり、それぞれの関係は下図のとおりとなる。 

 

(ｱ) 投入（インプット）指標：投入された資源の量を示す 

例） 職員数（○人）、イベント費用（○円）等 

(ｲ) 産出（アウトプット）指標：活動の実施状況を示す 

例） イベント実施回数（年間○回）、来館者数（○人）等 

(ｳ) 成果（アウトカム）指標：活動により創出された成果・価値を示す 

例） ○○文化の普及率（市民の○％） 

 

 

 

成果指標は直接的に活動の成果自体を示すものであることから、指定管理者制度

における目標に基づくマネジメントの実施にあたっては、原則として「成果指標」

を適用することが望ましい。 

しかし、成果指標には、測定の困難性、費用、活動の実施から成果の創出までの

タイムラグ等の課題が存在するため、必要に応じて、産出指標を用いることも可能

とし、また投入指標についても、産出指標の利用も不可能な場合には用いることが

できることとする。 

 

 

 

 

 

 

【指標例】
・職員数 ・イベントの実施回数 ・○○文化の普及率

・イベントに支出した金額 ・来館者数

【メリット】
・測定が最も容易 ・測定が容易 ・目的に対する成果が
・低コストで測定可能 ・比較的低コストで測定可能 　直接的に測定可能

【デメリット】
・成果との関連性が最も小さい ・成果との関連性が小さい ・測定が困難な可能性

・測定に大きなコストが
　かかる可能性

・実施から成果発生まで

　長時間を要する可能性

成果指標産出指標投入指標



 

13 
 

(3) 協定に基づく管理運営及び評価 

施設の目的に基づいて設定した指標に対して、指定管理者が達成すべき目標値の設

定を行う。 

目標値は、本来、施設の設置者である市が予め定めておくべきものだが、実際の目

標設定にあたっては、施設の現状や指定管理者とされた事業者の特性等を前提とし

て、公募時の要項や提案内容等に基づき、市と指定管理者が協議を行い明確かつ具

体的に設定することが必要である。 

設定した目標については、原則として、協定において明記（必要に応じて別紙等を

作成）する。 

日々の施設の管理運営は、この協定等に則って行うとともに、毎年度の事業報告書

においても目標の達成状況を市に報告し、市はそれに基づき管理運営状況の評価を行

う。 

 

(4) ＰＤＣＡサイクルと持続的改善 

指定管理者による公の施設の管理運営にあたっては、単年度の状況を評価するだけ

ではなく、その評価を指定期間内における管理運営の改善につなげていくこと、すな

わち「持続的改善」の仕組みを確立することが、施設の管理運営状況を中長期的に向

上させていくためにも必要である。 

そのために、公の施設の管理運営について、Ｐ（Plan：計画）、Ｄ（Do：実行）、

Ｃ（Check：評価）、Ａ（Act：改善実施）の４段階を事業の１サイクルとする「ＰＤ

ＣＡサイクル」を確立する。 

 

指定管理者制度の運用に具体的にあてはめれば、次のとおりとなる。 

Ｐ（計画）：① 目的の明確化及び具体的指標の設定 

② 指標に対する目標値を含む協定の締結 

Ｄ（実行）：③ 協定に則った管理運営 

Ｃ（評価）：④ 管理運営状況の評価 

Ａ（改善）：⑤ 評価に基づく改善計画の策定・実施 

 

また、ＰＤＣＡサイクルを有効に活用するためには、指定管理者に対して、持続

的改善のための適切な「動機付け」を行うことが重要である。 

そのため、求められる水準に達しなかった場合に指定取消や事業の一時停止等を

行うという「ペナルティ」の側面を強調した法の規定のみを用いるのではなく、

「インセンティブ」の付与等もあわせて活用することを検討する。 

 

(5) 「共創の視点」の導入 

公の施設のマネジメントを行うにあたっては、限定された領域のみにおける目標達

成を目指すのではなく、より幅広い視点から施設の目的を捉えて、日々の活動に落と

し込むことが必要である。 
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具体的には、「民間と行政が共有する４つの視点」として「共創推進の指針」に掲

げられた次の４項目を踏まえて、各施設のマネジメントを行うことが必要である。 

 

ア 市民・利用者の視点 

  ・市民・利用者にとっての価値の向上が図られているか 

・良質なサービスが継続的に提供されているか 

【例】 

・民間事業者の有するノウハウを生かした管理運営が実施され、サービスの向上が図られている

か 

・適切なモニタリングの実施等により、協定で定めた管理運営水準が確保されるとともに、持続

的な改善が進められているか 

イ 財務の視点 

  ・VFM（Value for Money）の最大化､ライフサイクルコストの最小化が図られている

か 

・リスクコストが勘案されているか 

【例】 

・指定管理者制度の適用により、VFM が向上しているか（サービスが一定の場合、経費が低下し

ているか。経費が一定の場合、サービスが向上しているか） 

・市と指定管理者の間で、リスクが適切に分担されているか 

ウ 成長・発展の視点 

・事業者の成長促進につながっているか 

・行政組織の能力向上に寄与しているか 

【例】 

・民間事業者が事業を継続するのに必要な利潤を確保できているか 

・市職員が、施設のモニタリング等に関する知識・経験を蓄積できているか 

エ 地域・社会の視点 

・地域貢献、環境、雇用確保など地域との調和が図られているか 

・地域経済の活性化に寄与しているか 

【例】 

・指定管理者の職員が、適法な労働条件のもとで雇用されているか 

・民間企業やＮＰＯ等の団体が、応募しやすい条件となっているか 

・施設の特性に合わせて、市内で活動している団体の参入機会が確保されているか 
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第３章 制度運用全般に関する事項 

 

指定管理者制度の運用にあたっては、前章のマネジメントシステムにのっとり施設の管

理運営を行うが、マネジメントシステムの原則及び留意点等については、本章においてマ

ネジメントシステム全般に共通する事項を規定し、第４章から第６章までにおいてステー

ジごとの個別事項を規定する。 

 

１ 運用に関する基本的事項 

(1) 指定期間の設定 

指定期間については、次の理由から、５年を標準とする。 

・ 指定管理者が施設の管理運営に習熟し成果を発揮するためには、ＰＤＣＡサ

イクルの活用も含めて、一定の期間を要すること 

・ 一方で、あまりに長い期間とすることは、市が指定管理者による管理運営の

状況を見直す機会を減少させるとともに、競争の導入による指定管理者に対

する規律の付与が困難になること 

 

施設の特性等を考慮し、次の基準に基づき、５年より長い期間あるいは短い期間を

設定することも可能であるが、長期間とする場合には、各施設の制度・条例等の所管

課が政策局共創推進課等と協議し、原則として経営会議に付議した上で決定すること

とする。 

 

ア 大規模な医療施設については、10 年～30 年 

イ ＰＦＩ方式で整備運営する施設については、ＰＦＩ事業の期間 

ウ 指定管理者の変更等の頻繁な実施が、施設の設置目的の達成に重大な影響を与え

ることが明白である場合等については、最長 10 年間 

例）利用者、地域、団体等との関係の維持・構築の重要性が極めて高い施設 

職員育成など組織的な専門性の蓄積に長期間が必要となる施設 

エ 施設の事情等により短期間とする必要がある場合は、必要な期間 

 例）２年後に施設再整備の予定があるため、２年間とする場合 

 

ただし、ウの場合においては、中間評価の実施を必須条件とし、５年目を目途に、

協定等に基づく目標の達成状況等を選定評価委員会等によって必ず評価を実施する。 

その際、選定評価委員会等が予め定める基準に満たない場合には、一定の猶予期

間を設けた上で、指定を取り消し、新たに公募・選定を行う。その旨を、公募要

項・協定書等に明記する。 

 

(2) 施設の目的・ビジョンの明示 

指定管理者制度運用の目的は、施設の設置目的の効果的・効率的な達成であり、目

的達成のための事業計画を応募者が的確に作成するためにも、その明確な記述が必要
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不可欠である。 

そのため、「その施設の設置と管理運営により本市として何を達成したいのか

（どういう状態を創り出したいのか）」という施設の設置目的やビジョンを公募要

項及び協定に明確に規定する必要がある。 

 

(3) 情報公開の実施 

指定管理者制度の運用には高い透明性が求められることから、指定管理者は、公の

施設の管理運営業務に関して保有する情報の公開等に積極的に取り組むことが必要

である。 

そこで、協定等において、「横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成 12

年２月横浜市条例第１号）」の趣旨にのっとり市が示す「指定管理者の情報の公開に

関する標準規程」に準拠して、各指定管理者が、「情報公開規程」を作成し、それに

基づき、情報開示の申出等に対して適切に対応しなければならない旨を規定する。 

 

(4) 個人情報の取扱い 

ア 個人情報の保護 

指定管理者は、「個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）」に規

定される「個人情報取扱事業者」として、同法の定める義務規定を遵守しなければ

ならない。 

なお、指定管理業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合には、協定締結等

において「個人情報取扱特記事項」を取り交わすことが必要である。協定等では個

人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならな

い旨を定める。 

イ 個人情報の開示 

また、同法に基づく保有個人データの開示等の請求について、手続等の統一を図

るため、協定等において、市が示す「指定管理者の保有する保有個人データの開示

等の請求に関する標準規程」に準拠して、各指定管理者が、「保有する保有個人デ

ータの開示等の請求に関する規程」を作成し、保有個人データの開示等の請求に対

して適切に対応しなければならない旨を規定する。 

なお、「標準規程」は個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）の

一部改正により、指定管理者における個人データの開示等の請求等に係る事務が一

部変更となっていることに伴い、令和５年４月に示される予定である最新のものを

参照すること。 

ウ その他補足等 

先般、他都市において受託業者が定められたルールを守らなかったため「市民全

員の個人情報が記録された媒体が、一時所在不明になる」という事件が報道された

ことは記憶に新しい。なお、このような事例は他都市に限ったものではなく、本市

においても、委託業者における個人情報の不適切な取扱いに起因する個人情報の漏

えいの可能性のある事故が発生している。個人情報の流出は、甚大な被害が生じる
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とともに、ルールを守らなかった受託業者に責任あるとしても、自治体の保有情報

が流出して被害が発生した場合、自治体も一定の責任を負わなければならないもの

と考えられる。 

本市指定管理者においても、個人情報に係る事故を発生させないために、個人情

報を保護するための必要な措置について協定締結時等に確認するだけでなく、（令

和５年４月１日以降に適用される個人情報取扱特記事項に記載される通り、原則と

して作業場所における検査が必要など）指定期間中においても、実施が適切になさ

れているか、適宜確認することが必要である。そのため「個人情報取扱特記事項」

等に定められた事項をくれぐれも留意のうえ、個人情報の保護に取り組むことが重

要である。 

 

(5) 指定管理者のアイデアの実現に向けた検討 

指定管理者からの事務や事業へのアイデア提案は、市民サービスの向上や課題の解

決に有効である。 

そのため、市は様々な機会を捉えてアイデアを実現していけるよう指定管理者と検

討・協議していく。 

 

(6) 施設の修繕等 

指定管理施設の運用にあたっては、利用者等の安全の確保や必要なサービスと施設

機能の持続的な提供を図るため、長寿命化を踏まえた修繕等を行う必要がある。 

そのため、建物及び昇降機等の設備に対する法定点検（消防法、建築基準法第 12

条点検等）など、定期的な点検を指定管理者が確実に実施するとともに、各種点検や

市が行う調査等により修繕等が必要と判断された場合は、施設所管区局と指定管理者

が協議し、速やかに対応しなければならない。 

なお、修繕等の履行にあたっては修繕等の分担及び履行報告について、公募要項、

協定に規定する必要がある。 

 

２ リスクの管理 

(1) リスク管理とリスク分担 

「リスク」という用語は様々な領域で使われており、その定義も一様ではないが、

ここでは、事前にその影響を正確には想定できない不確実性のある事象が発生し、そ

の結果、被害や損失等が発生することとする。 

また、リスク管理とは、リスクの顕在化に伴う損失の発生を最小化することを目的

として、発生しうるリスクの種類・内容、発生確率、想定される影響の規模等につ

いて、事前に可能な限り分析・把握した上で、適切な対応を図ること、と定義する

ことが可能である。 

公の施設のリスク管理にあたっては、リスクの適切な分担を行うことが必要であり、

また、分担したリスクについては、市と指定管理者がそれぞれ、何らかのリスクが顕

在化した場合（例：利用者等に事故が発生した場合）の対応策や連絡体制等を明確化
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しておくことが重要である。 

具体的には、例えば、次のような項目についてあらかじめ定めておくことが考えら

れる。 

 

ア 危機発生時の対応体制（責任者の明確化） 

イ 危機発生時の報告・連絡体制（情報の共有・一元化） 

ウ 被害者が発生した場合の対応策 

エ 「業務継続計画」の策定 

  （危機の発生による業務の中断を最小限にとどめ、施設の管理運営を継続的に実

施していくための体制の構築） 

 

(2) リスク分担の原則 

リスク管理を有効に行うためには、想定されるリスクについて当事者（市と指定管

理者）間において、適切なリスク分担を事前に行うことが重要であるが、その基本原

則となるのは、想定されるリスクを可能な限り明確にした上で、「リスクを最も良

く管理することができる者が当該リスクを分担する」ことである。 

具体的には、 

 

ア リスクの顕在化をより小さな費用で防ぎ得る対応能力 

イ リスクが顕在化する恐れが高い場合に追加的損害を極力小さくし得る対応能力 

 

等の点において、市と指定管理者のどちらが適切かを判断しながら、その帰責事由

の有無等を考慮してリスク分担を行う。 

 

(3) リスク分担の標準例 

具体的なリスク分担の方法としては、次の３つが考えられる。 

 

ア 市がすべてを負担 

イ 指定管理者がすべてを負担 

ウ 双方が一定の割合で負担（リスク顕在化後に協議する場合、一定額までは全額を

指定管理者が負担し超過部分は市が負担する場合を含む） 

 

個々の施設におけるリスク分担については、次ページの「リスク分担の標準例」を

参考に、各施設の特性を踏まえて、協定において必ず定めることとする。 
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リスク分担の標準例 

※ 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、テロ、侵略、暴動、ストライキ及び伝染病・感染症等の流

行など 

リスクの種類 リスクの内容 

負担者 

市 
指定 

管理者 

分担 

(協議) 

指定管理者 

(負担限度付) 

物価変動 
収支計画に多大な影響を与えるもの ○    

それ以外のもの ○   

賃金水準 賃金水準の上昇による人件費の増加 ○    

資金調達 
資金調達不能による管理運営の中断等 ○   

金利上昇等による資金調達費用の増加 ○   

法令等変更 管理運営に直接影響する法令等の変更 ○  

税制変更 

消費税（地方消費税を含む）率等の変更 ○  

法人税・法人住民税率等の変更 ○   

事業所税率等の変更 ○  

それ以外で管理運営に影響するもの ○  

許認可等 
市が取得すべき許認可等が取得・更新されないことによるもの ○    

指定管理者が取得すべき許認可等が取得・更新されないことによるもの ○   

管理運営内容の 

変更 

市の政策による期間中の変更 ○    

指定管理者の発案による期間中の変更 ○  

組織再編行為等 
指定管理者に組織再編行為等が生じたことにより、必要な対応をするた

めに市に発生する費用 
○   

市会議決 指定の議決が得られないことによる管理運営開始の延期 ○   

需要変動 
大規模な外的要因による需要変動 ○  

それ以外のもの ○   

管理運営の 

中断・中止 

市に帰責事由があるもの ○    

指定管理者に帰責事由があるもの ○   

それ以外のもの ○  

施設等の 

損傷及び修繕 

指定管理者に帰責事由があるもの  ○   

指定管理者が設置した設備・備品 ○   

それ以外のもの 

（上段：一件当たり、下段：年間合計） 

 ○○万円 

   ○○万円 

利用者等への 

損害賠償 

市に帰責事由があるもの ○    

指定管理者に帰責事由があるもの ○   

市と指定管理者の両者、又は被害者・他の第三者等に帰責事由があるも

の 
○  

公募要項等 公募要項等の瑕疵・不備に基づくもの ○    

不可抗力※ 
不可抗力による施設・設備の復旧費用 ○    

不可抗力による管理運営の中断 ○  
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(4) 利用者等に対する損害賠償責任と施設賠償責任保険への加入 

公の施設の管理運営が行われている際に、故意又は過失、施設の瑕疵等が原因とな

って、利用者等に損害が発生した場合、原則として、「リスク分担の標準例」のとお

り帰責事由を有する者がその損害を賠償する責任を負うこととなる。 

しかし、損害を被った者は、国家賠償法第１条（公務員による不法行為による損害

の賠償）、同法第２条（公の営造物の瑕疵による損害の賠償）、民法第 715 条（使用

者責任）等に基づき、市に対して損害賠償を請求する可能性がある。 

これらの規定に基づき市が損害を賠償した場合で、指定管理者に帰責性があるとき

には、市は指定管理者に対して求償することができる。 

次の理由から、指定管理者は、複数の損害保険会社により提供されている「施設賠

償責任保険」（指定管理者特約条項等の付いたもの）に加入し、当該保険からの保険

金支払いによって損害賠償責任に対応することを原則とする。当該保険への加入につ

いては、指定管理者の費用負担に基づき、指定管理者を記名被保険者、市を追加被保

険者、利用者等を保険金請求権者として、指定管理者が加入手続を行う。市は、保険

の付保範囲、必要な補償内容、既加入の保険の内容等について公募要項に明記する。 

ア 指定管理者が、損害賠償請求に対応する支払能力を有しないケースが多く想定さ

れること 

イ 被害者に対して、迅速な対応を可能とすること 

ウ 過失責任の割合等に関する、市と指定管理者の間での無用な争訟等の発生を避け

ること 

 

(5) 履行保証保険への加入の考え方 

指定管理者が何らかの事由で施設の管理運営ができなくなった場合等に、市が保険

金の受取りを請求できる「履行保証保険」があるが、次の理由により、必ずしも加入

を要しない。 

ア 管理運営の中断等が発生した場合の金銭補償のみであり、管理運営の継続を直接

担保するものではないこと 

イ 与信の低い小規模事業者（NPO、任意団体等）は加入が認められない可能性が高

く、「幅広い団体の参入機会の確保」という指定管理者制度の趣旨から逸脱する可

能性が高いこと 

ウ 新たに発生する保険料負担に見合った便益が見込まれないこと  
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３ 利用者等の安全の確保 

(1) 施設の定期的点検及び修繕等の実施 

利用者等の安全の確保及び施設の長寿命化を図るため、各施設について、建物や昇

降機等の設備に対する法定点検を含む、定期的な点検を指定管理者が確実に実施す

るとともに、各種点検において修繕等が必要と判断された場合は速やかに対応するた

め、その条件等について公募要項及び協定に規定する。 

特に、施設の点検・整備等に関しては、利用者に事故が発生した場合等に、その責

任の所在について、設置者である市と管理者である指定管理者の間で争いが生じる可

能性があるため、責任と役割の分担について、両者で十分に協議した上で、協定等

であらかじめ明確にしておく必要がある。 

施設の定期的点検については、基本的には指定管理者の責任で実施し、市は、指定

管理者が実施する業務の監督責任を負うとともに、施設の設置者として安全確保を行

う義務を負うものである。 

特に、利用者の安全に大きな影響を及ぼすことが想定される建物・設備（昇降

機・プール・浴室等）については、決して指定管理者及び指定管理者からの受託業

者任せにすることなく、安全性の確保に特段の留意が必要である（次ページ参照）。 

また、地区センター等の施設については、建築局保全推進課が策定した「維持保全

の手引」「施設管理者点検マニュアル」に基づき、指定管理者が施設・設備の定期

的な点検及び所管区局への報告等を行う。施設所管区局は、指定管理者からの報告を

もとに、施設の状態を把握し、必要に応じて建築局保全推進課等と協議を行った上で、

指定管理者に対して必要な措置の指示を行う。  
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【公の施設における主な重大事故】 

１ ふじみ野市大井プール事故（平成 18 年７月 31 日） 

(1) 施設の位置付け：公の施設（ふじみ野市直営、一部の管理業務を民間事業者に委託） 

(2) 管理受託者：太陽管財株式会社（市に無断で、株式会社京明プランニングに全面的に再委託） 

(3) 事故の概要：流水プールの吸水口のステンレス製防護柵の固定が不十分であったため、防護柵が

脱落し、小学２年（当時）の女児が吸い込まれ、死亡した。 

(4) 損害賠償：市が、女児の遺族に６千万円を支払い。 

(5) 刑事責任：所管課（体育課）の課長（当時：定年退職）が禁固１年６月（執行猶予３年）で確定

（地裁）、係長が禁固１年（執行猶予３年）の判決を受け、控訴・上告したが確定（最高裁）。京

明プランニングの元社長及び従業員が略式起訴され、罰金刑となる。 

(6) さいたま地裁判決（平成 19 年 11 月 20 日）の概要： 

ア 課長・係長が職務上必要とされる注意義務を果たさなかったことが、事故の主因。 

具体的には、 

（共通）・プールの維持管理及び補修に関する法令等（厚生労働省の遊泳プール衛生基準、埼

玉県プール維持管理指導要綱等）及び基本文書（委託契約書、契約約款、プール管

理業務仕様書等）の内容の理解 

・プールの構造や危険個所、状態等の把握及び必要な補修の実施 

・受託者に対する、定期的な点検措置の指示及び実施の確認 

（課長） 部下に、防護柵を設計どおりに固定させる措置を取らせる義務 

（係長） 上司に、措置を取るべきことを具申する義務 

イ 業者に委託したということは、市自らがその手でプールの安全性を完備するほかに、業者を使っ

てこれを可能とする手段を得たということであって、市は二重に安全性を完備することができたの

であるから、委託業者ら関係者の不手際が本件事故の発生に関わっているということは、被告人両

名が、市自らがその手で行う責任を果たさなかったことに加えて、業者を使っての責任も果たさな

かったということ。 

 

２ 港区シティハイツ竹芝エレベーター事故（平成 18 年６月３日） 

(1) 施設の位置付け：公の施設（指定管理者：財団法人港区住宅公社） 

(2) エレベーター管理受託者：エス・イー・シーエレベーター株式会社（平成10年度から平成16年度

までシンドラーエレベーター社） 

(3) 事故の概要：12 階エレベーター出入口で、高校２年の男子生徒が降りようとしたところ、ドアが

開いたままの状態でエレベーターが上昇し、天井と床に挟まれ、病院搬送後間もなく死亡した。 

(4) 損害賠償：男子生徒の遺族が、シンドラー社等に、２億５千万円の支払いを求め提訴。 

(5) 刑事責任：シンドラー社の元保守部長ら２人と、エス･イー･シー社の社長ら４人の計６人が書類

送検された。 
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(2) 災害等発生時の対応 

本市における公の施設は、その他の大規模施設等と同様に、災害発生時において、

ボランティア活動拠点、物資集配拠点等として極めて重要な役割を担うことが想定さ

れており、横浜市防災計画「震災対策編」に施設の項目ごとに対象施設として掲載さ

れている。 

当該施設が本市防災計画上に位置づけられている場合には、公募要項及び協定書に、

災害時の使用内容（避難所等）等について明記した上で、別途、総務局防災企画課が

作成したひな形に基づき、「災害時等における施設利用の協力に関する協定」を締結

するとともに、指定管理者に対し、「指定管理者災害対応の手引き－指定管理者制

度導入施設避難場所等開設マニュアル－」に基づく災害時等の体制整備を求める。 

現段階では本市防災計画等に位置づけがない施設であっても、今後位置づけられる

可能性があり、その場合には「災害時等における施設利用の協力に関する協定」の締

結・危機発生時の体制整備を求めること、さらには防災計画等に位置づけを持たない

ままの場合であっても、危機発生時の状況によっては、随時、各施設に協力を求める

可能性があり、各指定管理者はそれに協力するよう努める義務を負うことを公募要項

及び協定書で規定する。 

 

４  市民利用施設の適正な利用 

 地方自治法の第 244 条第２項では、「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用

することを拒んではならない」また、第３項では「住民が公の施設を利用することにつ

いて、不当な差別的取扱いをしてはならない」旨が規定されている。 

 その一方、各施設の設置条例等において、各施設の設置目的に反した利用については、

不許可、許可の取り消し、又は利用の制限や停止ができると定めているところである。 

 今般では、社会的要請も踏まえた対応が益々求められているところであり、令和５年

２月 10 日付総コ第 308 号「市民利用施設の適正な利用の徹底について」の通知の趣旨を

踏まえ、一層の適正性の確保に向けて対応を進めていくことに留意願いたい。 
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第４章 運用手続《１》 指定管理者の公募及び選定 

 

１ 公募手続 

(1) 公募・非公募の決定 

指定管理者の選定にあたっては、次の理由により「原則公募」とする。 

 

ア 選定過程の透明性を高め、指定管理者制度の運用に対する市民の信頼を高められ

ると考えられること 

イ 特定又は極めて限定された数の応募しか見込まれない場合であっても、公募の実

施により、次のような効果が期待できること 

ウ 施設目的の明確化等のマネジメントシステムの基礎となる条件を整えることが可

能となること 

エ 潜在的な競争性を生み出すことにより、現指定管理者に対して、管理運営水準の

維持向上の動機付けにつながること 

 

ただし、次のような場合には、公募とすることのデメリットがメリットを上回るこ

とも考えられるため、その場合には、各施設設置条例の規定する範囲内で、「非公募」

による選定とすることも可能とする。 

また、公募を行った結果として資格を満たす応募者がなかった場合には、公募要項

の再検討等を実施した上で再公募を行うこととするが、再公募によっても資格を満た

す応募者がなかった場合には、非公募による選定を行うことも可能とする。 

なお、新たに非公募とする場合には、政策局共創推進課と協議し、原則として経営

会議に付議した上で、選定委員会に諮ることとする。 

 

ア 地域の住民グループによる管理が効果的であると考えられる場合 

イ ＰＦＩの選定事業者が、管理運営を含めて一体的に事業を行う場合 

ウ 極めて高度の専門性を要すること、又は利用者等との関係性の維持が極めて重要

であることなどの事由により、将来（当該指定期間内）にわたり他の担い手が存在

しないことが見込まれる場合 

エ 指定管理者不在による施設の一時閉鎖や直営化など、施設の管理運営及び市民サ

ービス提供に大きな影響を与えるため、公募しないことをやむを得ないと認められ

る場合 

 

(2) 選定単位の設定 

指定管理者は、必ずしも個々の施設ごとに選定しなければならないものではない。 

施設の設置目的や特性・実情等を考慮し、一つの指定管理者が管理を行うことによ

って、それぞれの施設の設置目的が効果的に達成されると考えられる場合には、複数

の施設の管理運営についての「全体最適」を追求するという視点から、複数の施設を

一体として選定を行う、いわゆる「バンドリング」についても積極的に検討する。 
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ア 同種施設 

同一の条例を根拠として設置される施設が多数存在する場合又は別の条例で設置

されている同種の施設を同一の指定管理者が管理することで設置目的をより効果的

に達成できる場合には、複数の施設を一体として公募、選定及び指定手続を行うこ

とが可能である。 

スケールメリットの活用とリスクを比較考量の上、施設の設置目的が効果的に達

成されると考えられる場合には、一体として公募、選定及び指定手続を行うことを

検討する。 

なお、その際には、事前に常任委員会等における説明を実施することが必要であ

る。 

例）市営住宅、公園プール、地区センター 等 

イ 複合施設 

本市の公の施設の設置条例の原則として、施設の設置目的を「最も効果的に達成

することができるもの」を指定管理者とすることとなっている。 

そのため、異なる条例を根拠として設置される施設が一つの建物に合築されてい

る場合（コミュニティハウスとケアプラザの合築施設等）、条例で例外規定を設け

ない限りは、それぞれの施設について設置目的を最も効果的に達成することができ

る事業者を選定することが原則となる。 

しかしながら、一体的な管理運営による効率性の向上（又は分割による効率性の

低下）及びサービス水準の維持・向上（又は分割によるサービス水準の低下）が具

体的に見込まれる場合には、一体として公募、選定及び指定手続を行うことを検討

することとする。 

 

(3) 公募方法 

ア 公募の時期 

公募の際、次の各期間を確保した上で、実施の時期を検討する。 

 

(ｱ) 適切な周知期間 

(ｲ) 応募期間（書類等の提出期間） 

(ｳ) 準備・引継ぎ期間（期間は施設により異なる） 

(ｴ) 実際の管理運営の開始以前の企画展等開催のための準備期間 

(ｵ) 公募に対して応募がないことが事前に想定される場合には、再公募等の実施に

要する期間 

 

また、公募の実施が広く知られるよう、正式な公募の前から、公募予定の施設、

施設概要、公募予定時期等を本市ウェブサイト（ホームページ）等で明らかにする

など、可能な範囲で情報提供を行う。 

なお、公募予定の情報等については、従来から本市ウェブサイト上の政策局共創
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推進課のページからリンクすることとしており、今後もその取扱いを継続する。 

 

イ 募集期間 

公募要項等の公表から応募の締切りまでの期間については、応募を希望する団体

が、施設の設置目的を十分に理解し、高い水準の事業計画書等を作成できるよう余

裕ある期間を確保する必要があり、最短でも１か月以上の募集期間を確保するよう

努める。 

ウ 公募媒体 

公募その他の情報提供のための媒体としては、本市ウェブサイトへの掲載は必須

とし、市・区の広報紙への掲載や区役所等での資料配布、必要に応じて指定管理者

制度や施設の該当分野の専門誌等への広告掲載等、可能な限り多くの応募者の確保

に努めることとする。 

エ 市内中小企業の参入機会の増大 

「横浜市中小企業振興基本条例」第７条第１項第３号の規定に基づき、指定管理

業務に携わる事業者の関連団体等へ積極的な情報提供を行うことなどにより、市内

中小企業への参入機会の増大に努めなければならない。 

地域活性化のため、市内中小企業等※の参入にあたっては、施設の特性を考慮しつ

つ、原則として、５％程度の加点を実施することとする。 

 

※ 市内中小企業等 

・市内中小企業 

・中小企業等協同組合法第３条に規定する事業協同組合、事業協同小組合及び信

用協同組合のうち、市内に住所を有する者 

・地域住民を主体とした施設の管理運営等のために、地域住民を中心に設立され

た団体 

 

オ 事業者への情報提供の推進 

事業者の参入促進を図るため、公募要項公表後の早い段階において、施設の現場

見学会や区局職員による説明会などを実施し、積極的な情報提供を行い、事業者と

の対話を進める。 

また、個々の事業者に対応したきめ細やかな情報提供も必要であり、事業者から

の個別の相談や質問にも積極的に対応する。 

なお、個別の相談や質問に対する回答内容等については、公平性・透明性を確保

する観点から、個々の応募者の具体的な提案内容に関わると考えられるものを除き、

速やかにウェブサイト上で公表する。 

さらに、事業者への選定への参入の意向等を事前に把握するため、必要に応じて

「サウンディング（正式な公募の前に、事業の基本方針等を公表し、意見・提案・

質問等を募集すること）」を実施する。 
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カ 応募情報の公開及び公表に関する考え方 

指定管理者の応募書類等は、「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」（平

成 12 年２月横浜市条例第１号）第２条第２項の「行政文書」に該当し、第５条に規

定する開示請求の対象となる。 

また、第３条では、市長等は、保有する情報の積極的な公表に努めなければなら

ないものとされている。 

特に指定管理者の事業計画書等については、開示請求がない場合でも、どのよう

な事業計画や収支見積りに基づき指定管理者として指定されたのか、また、提案ど

おりに施設の管理運営がなされているかについて見える化することで、制度運用の

透明性を図り、市民への説明責任を果たすことが重要である。 

なお、実際に開示請求があった場合には、この考え方を基本としつつ、必ず市民

局市民情報課と調整の上、開示決定等を行うこととする。 

※ 第７条第２項第３号では、「公にすることにより、当該法人等又は当該個人

の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」場合には、該

当する行政文書を開示しないことができるとしている。 

いずれにしても開示範囲等を市民情報課と調整する必要がある。 

 

２ 公募要項の記載項目 

(1) 資格要件 

次の視点に立って、施設特性に応じた個別の資格要件を定める。 

○ 施設の管理運営を的確かつ継続的に行い得る人的・物的条件の確保 

○ 公共性を有する施設にそぐわない不適切な事業者の排除 

○ 施設の設置目的等に合わせて地域性の反映等を考慮した上で、競争性を確保

できる必要最小限の条件設定 

 

なお、次の項目については、資格要件として必ず規定する。 

 

ア 法人その他の団体、又は複数の法人等が共同する共同事業体であること（法人格

は不要。ただし個人は除く） 

イ 法人税、法人市民税、消費税、地方消費税等の租税を滞納していないこと 

ウ 労働保険（雇用保険・労災保険）及び社会保険（健康保険・厚生年金保険）に加

入していること 

エ 会社更生法・民事再生法による更生・再生手続中でないこと 

オ 指定管理者の責に帰すべき事由により、２年以内に指定の取消を受けた者でない

こと 

カ 法施行令第 167 条の４の規定により、本市における入札参加を制限されていない

こと 

キ 選定委員が、応募しようとする団体の経営又は運営に直接関与していないこと 

ク 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77
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号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団経営支配法人等（横浜市

暴力団排除条例（平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号）第２条第５号に規定する暴力

団経営支配法人等をいう。）でないこと 

ケ ２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けていないこと（仮に受けている場

合には、必要な措置の実施について労働基準監督署に報告済みであること） 

コ 当該施設の管理運営に不可欠な資格等を有していること 

サ 共同事業体の場合には、すべての構成団体がアからケを満たし、かつ、次の事項

を満たしていること 

(ｱ) 当該施設の管理運営に不可欠な資格等を、当該業務を担当する構成団体が有し

ていること 

(ｲ) 応募時に「共同事業体の結成に関する申請書（様式あり）」を提出し、また、

選定後協定締結時までに、代表団体及び責任分担を明確に定めた組合契約を締結

し、組合契約書の写しの提出が可能であること（原則として代表団体及び構成団

体の変更を認めない） 

(ｳ) 当該共同事業体の構成団体が同一案件に対して、単体として応募しておらず、

かつ、２以上の共同事業体の構成団体として応募していないこと 

シ 中小企業等協同組合の場合には、組合員のうち当該指定管理業務を担当する組合

員（以下「担当組合員」という。）のすべてがアからケを満たし、かつ、次の事項

を満たしていること 

(ｱ) 当該施設の管理運営に不可欠な資格等を、当該業務の担当組合員が有している

こと 

(ｲ) 応募時に担当組合員及び責任分担を明確に定め、「事業協同組合等構成員表

（様式あり）」の提出が可能であること（原則として担当組合員の変更を認めな

い） 

(ｳ) 当該中小企業等協同組合の担当組合員が同一案件に対して、単体として応募し

ておらず、かつ、２以上の中小企業等協同組合の担当組合員として応募していな

いこと 

 

(2) 選定基準 

選定の公平性・透明性を確保するとともに、応募者に対して、市が当該施設の管理

者に対して何を求めているかを、具体的かつ明確に示すことを目的として、予め選定

委員会等の審議を経た上で、選定基準（評価項目・配点等）を公募要項上で明示す

る。 

 

(3) 施設の概要等 

対象となる公の施設の概要（名称、所在地、設置目的、建築物の現況等）及び利用

状況（利用者数の実績、光熱水費等）を明示する。また、修繕費等の積算の基礎とな

り指定管理料の算定にも影響するため、施設の修繕履歴等についても公募要項等への

記載や応募者説明会での説明その他の手段により適切に情報提供を行う。 
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(4) 管理業務の範囲 

指定管理者に求められる最低基準（例：業務内容、開館日、開館時間等）を明示す

るほか、指定管理者が自主事業を行う際の留意点も記載する。 

 

(5) 管理運営経費の提示 

応募者から、より質の高い提案を得るためには、経費に関する十分な情報の提供が

必要である。このため、公募要項等には、指定管理料の上限額を記載する。 

なお、積算にあたっては、サービスが低下することのないよう、適切な額を設定す

る。 

 

(6) 賃金水準の変動への対応 

指定期間中における物価変動等については、指定管理者が変動リスクを織り込んだ

上で、施設の安定的かつ継続的な運営が可能な管理運営経費を提案する。 

一方、最低賃金の急激な上昇等、近年、雇用労働に関する大きな社会的変動がみら

れることから、賃金水準スライドその他の施設特性に応じた適切な手法により、賃金

水準の変動に応じて人件費を見直し、指定管理料へ反映することについて記載する。 

なお、「賃金水準スライド」は、指定期間中の賃金水準の変動に伴う人件費の増減

を管理２年目から導入する制度として創設されているが、平成 29 年度の選定から順

次導入を始めた施設が指定期間を満了する場合、次期の指定期間に賃金水準の変動を

配慮する必要があると考えられる。 

そのため、既導入施設が選定による更新を行う場合、賃金水準の上昇率等を次期指

定期間に継続させるため、原則として管理初年度から賃金スライドを導入できるもの

とする。 

 

(7) 修繕費等の負担 

建物・設備の点検及び修繕の範囲によって、管理経費が変動するため、負担区分に

ついては明確に規定する必要がある。 

指定管理者が実施する修繕の範囲を規定する際には、「一定期間あたりの上限額」

を示すこととし、併せて「一件あたりの上限額」についても示すことが望ましい。 

特に、昇降機（エレベーター・エスカレーター）等の設備の保守点検は、不具合に

よる事故の発生を未然に防ぎ、利用者の安全性を確保するために重要であるとともに、

その費用は建物・設備の維持コストの中で大きな割合を占めることから、保守点検の

方式※については、たとえば当該設備に関する技術的ノウハウを有するメーカー系保

守点検事業者と契約することを規定するなど、所管区局があらかじめ指定しておく必

要がある。 

※ 昇降機の保守点検の主な方式 

１ メーカー系フルメンテナンス 

当該昇降機のメーカー系保守点検事業者と、定期的な点検整備と予防的な保全（経年劣化した部
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品の交換や修理）を一括で含む契約を行うもの。設置当初から継続して契約する必要があり、ま

た、金額は固定であって、経年劣化した部品の交換や修理等の追加支出は不要である。 

２ メーカー系 POG（ﾊﾟｰﾂ･ｵｲﾙ･ｸﾞﾘｰｽ） 

当該昇降機のメーカー系保守点検事業者と、定期的な機器･装置の点検及び必要に応じた消耗部

品の交換と調整・給油・清掃のみを費用に含む契約を行うもの。経年劣化した部品の交換や修理等

が発生した場合には、費用を別途に支払う必要がある。保守点検事業者がメーカー系なので、当該

昇降機を熟知しており、純正部品の確保等が容易である。 

３ 第三者 POG（ﾊﾟｰﾂ･ｵｲﾙ･ｸﾞﾘｰｽ） 

当該昇降機のメーカー系でない保守点検事業者と、定期的な機器･装置の点検及び必要に応じた

消耗部品の交換と調整・給油・清掃のみを費用に含む契約を行うもの。経年劣化した部品の交換や

修理等が発生した場合には、費用を別途に支払う必要がある。 

 

(8) 各種税の取扱い 

ア 消費税・地方消費税 

消費税法は、第２条第１項第８号において、課税対象となる「資産の譲渡等」に

ついて、「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸し付け並びに役務の提

供をいう」と規定していることから、指定管理料は、原則として、その全額が消費

税及び地方消費税の課税対象となるものである。 

イ 印紙税 

印紙税法第２条において「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律

により、印紙税を課する」と規定されており、指定管理に関する協定書を「請負に

関する契約書」とみなして収入印紙の貼付を行っているケースも見受けられる。 

しかしながら、総務省の見解にもあるとおり、 

(ｱ) 協定は契約ではなく、「指定」という行政処分の附款であると考えられること 

(ｲ) 指定管理の法的性質は、「仕事の完成」を約する「請負」ではないこと 

などの理由から、協定書は「請負に関する契約書」に該当するものではなく、印紙

の貼付は不要と解釈して差し支えない（ただし、PFI 事業の場合を除く）。 

ウ 事業所税 

総務省市町村税課長の通知（平成 17 年 11 月 14 日総税市第 59 号）に基づき、利

用料金制を適用している公の施設の管理運営事業は、事業所税の課税上は収益事業

として扱われ、公益法人が指定管理者である場合も含めて事業所税の課税対象とな

る可能性がある。 

なお、各施設・各指定管理者の具体的な判定については、各指定管理者が財政局

主税部法人課税課に確認することが必要である。 

エ 法人市民税・法人県民税 

指定管理者として公の施設の管理運営を行う際、株式会社、財団法人等だけでな

く、特定非営利活動法人、法第 260 条の２第１項の認可を受けた地縁による団体及

び法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものの場合には、

「法人」として、法人市民税・法人県民税（法人税割・均等割）が原則として課税
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されるが、財政局主税部法人課税課等に確認することが必要である。 

オ 固定資産税（償却資産） 

指定管理者が施設の管理運営を実施するにあたり取得した事業用の資産は、原則

として固定資産税（償却資産）の課税対象となる。具体的な取扱いについては、財

政局主税部償却資産課等に確認することが必要である。 

 

(9) 各種保険の加入状況の確認 

ア 労働保険（雇用保険・労災保険） 

労働保険とは、雇用保険と労働補者災害補償保険（一般に「労災保険」という）

を総称したものであり、労働者（アルバイトを含む）を１人でも雇用していれば適

用され、雇用主は加入手続きを行うことが必要である。 

イ 社会保険（健康保険・厚生年金保険） 

従業員が常時いる法人事業所や、常時５人以上の従業員がいる事業所は、健康保

険及び厚生年金保険の適用事業所となり、従業員は国籍・地位・性別・報酬などに

関係なく被保険者となるが、年齢等に応じて各保険への加入について適用が異なる

場合がある。 

その一方、個人経営の場合、従業員数に関係なく適用事業所にならない場合があ

るため、当該団体が社会保険を適用しているか否か、又は非適用であっても任意で

加入を行っているかによって取扱いが異なってくる。 

 

当該団体が公の施設の管理者としての社会的責任を果たしていることを確認する

ため、上記ア及びイの保険の加入状況を把握することが必要である。そのため、選

定の際には加入状況等を証明する書類の提出を受けるものとする。 

 

(10) 市内中小企業への発注協力 

「横浜市中小企業振興基本条例」第７条第１項第２号の趣旨を踏まえ、指定管理

者に対しても、修繕等の工事の発注、物品や役務の調達等にあたって、市内中小企

業への優先発注を求めるものとする。 

 

(11) 選定委員会等の委員との接触禁止 

選定の公平性・透明性を確保するため、公募に応募したもの又はしようとするも

のは、選定評価委員会等において選定結果が出されるまでの間、当該選定に関して、

選定評価委員会等の委員と接触することを禁止する。 

 

(12) その他、管理運営に関わる項目 

公募要項においては、協定書に盛り込まれることになる項目（又は協定書案）等、

当該施設の管理運営の実施に際して必要と考えられる項目については、可能な限り

記載することが望ましい。  
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３ 選定に関する手続 

(1) 選定評価委員会等による選定 

指定管理者の選定は市の責任により実施するものであるが、公平性・透明性を確保

する観点から、各施設の設置条例に規定され、外部委員によって構成する選定評価委

員会等において実施する。 

 

ア 委員の選任 

次の者等から選任することを基本とし、施設の特性に合わせて施設所管課が個別

に判断する。 

なお、団体の財務状況の審査については、委員に公認会計士等を選任する以外の

方法とすることも可能であるが、確実に実施する必要がある。 

 

(ｱ) 行政運営等に関して知識を有する学識経験者（大学教員等） 

(ｲ) 団体の財務状況の審査が可能な者（公認会計士、税理士等） 

(ｳ) 当該施設が属する政策分野や施設運営の専門家（例：スポーツの専門家、社会

保険労務士等） 

(ｴ) 当該施設の利用者代表 

 

イ 委員と応募団体との利害関係の確認 

委員と応募団体との利害関係について所管課で確認するとともに、委員と応募者

双方に利害関係がないことの確認書等の提出を依頼し、より公平な審査に期するこ

ととする。 

もし、その結果、利害関係が認められた場合は、委員を除斥する。 

ウ 団体の財務状況等の審査・確認 

他の専門機関等に委託するなど、委員に公認会計士等を選任する以外の方法とす

ることも可能である。なお、公認会計士等の財務専門家からは、審査時点の団体の

財務状況の健全性のほか、指定期間中における財務チェックのポイントに関する助

言を受けておくことが望ましい。また、提案時に団体が記載する本部事務経費の取

扱いについては、選定時にその考え方を確認しておく必要がある。 

以上の財務の視点を選定段階で確認しておくことにより、指定期間中に実施する

施設モニタリングに活用していただきたい。 

 

エ 会議の公開等 

会議は公開を原則とするが、円滑な進行及び実質的な審理を確保するために必要

な場合については、非公開とすることも可能である。 

議事録は、議事録確定後速やかに公表することとし、委員会が非公開で行われた

場合には、候補者決定後、速やかに公表する。 

選定の結果については、少なくとも指定候補者と次点候補者は、選定後速やかに

公表する。 
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指定候補者の応募書類等、評価の考え方、基準、結果等については、指定の議決

後速やかに公表することとする。 

 

(2) 選定時における評価の考え方 

ア 評価項目及び選定基準 

評価項目及び選定基準の設定にあたっては、これらの項目が「市として、どのよ

うな管理運営を求めているのか」を指定管理者に対して最も強く伝える情報である

ことを踏まえ、施設の設置目的・達成するべき目標等を適切に反映する必要がある。 

また、選定は、サービス及び経費等についての総合的な視点からの評価に基づい

て行う。評価項目の大枠としては次のようなものが考えられるが、具体的な評価項

目・選定基準については、施設の特性や設置目的を踏まえ、個々の施設ごとに設定

する。 

・サービス：目標水準・サービス向上の取組等 

・経 費：指定管理料、経費節減、収入増の取組等 

・応募団体：実績、経営方針、組織運営等 

・そ の 他：公の施設の役割の理解、本市施策への理解、地域特性の反映、環境、

福祉、人権等 

 

(ｱ) 地域特性を反映した評価項目の設定 

特に地域に密着した施設（地区センター等）については、当該施設の置かれた

地域の特性を反映したサービスの提供を促進することを目的として、施設の管理

運営への地域特性の反映の有無を盛り込み、各応募者が提案した管理運営計画や

自主事業の内容等に基づいて、施設の地域特性の考慮度合いや地域活性化への貢

献等の評価を検討する。 

(ｲ) 防災や発災時の取組に関する評価項目の設定 
市（区）防災計画を踏まえ、公の施設の管理者としての発災時の迅速な対応や

避難場所等としての運営に対する考え方や、地域と連携した日常的な防災への取

組の考え方などについての評価を検討する。 

(ｳ) 施設の維持管理、修繕等ヘの取組に関する評価項目の設定 
利用者の安全確保や施設の長寿命化のためには経験・知識のある職員による定

期点検等や、小まめな修繕を行うことが重要であることを踏まえ、施設の維持管

理及び小破修繕への取組の考え方の評価を検討する。 

(ｴ) 本市重要政策への対応状況による評価 

本市における指定管理者制度の運用は、「サービス向上」「経費節減」にとど

まらず、公共性に基づく価値の創出を目的としていることを踏まえ、本市の重要

政策課題への対応状況を評価し、一定の割合で選定時の評価に反映する項目を設

けることとする。 

具体例として、修繕等の工事の発注、物品や役務の調達の際の市内中小企業へ

の優先発注、環境政策（例：ヨコハマ３Ｒ夢プラン等）、障害者福祉政策（例：
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障害者の法定雇用率、障害者差別解消の推進に関する取組指針等）、男女共同参

画政策（例：女性管理職の登用率、よこはまグッドバランス賞の認定等）等が考

えられるが、具体的には、その時々の政策課題や施設の特性等を考慮した上で、

施設ごとに、公募要項に明記することとする。 

(ｵ) 管理運営経費等について 
管理運営経費については、節減を図ることが望まれる。ただし、単に指定管理

料が低いことだけをもって高い評価とするのではなく、利用料金等の増収への取

組や、利用者サービスにつながる経費や修繕費などの必要な項目に適切に経費を

配分しているかなど、総合的な視点で評価する。 

なお、団体が施設管理を実施するにあたり、管理運営経費に「本部経費」を計

上する場合が想定される。団体においては、施設管理にあたり当該団体の本部か

ら支援等を受けることも考えられるため、間接的な経費（本部における経理・事

務経費等）を必要に応じて認めなければならない。 

ただし、計上を認める場合は、選定時において本部経費として計上する科目や

計上の考え方などを予め明確にしておく必要があることから、提案資料において、

計上する科目などをできるだけ具体的に記載するものとする。特に、計上科目に

疑義がある場合においては、ヒアリング審査において提案者に説明を求め、財務

専門家の視点からその妥当性を確認しておく必要がある。 

また、指定期間中においても毎年の収支予算書に事務経費（本部分）科目一覧

を添付することとし、所管課は収支実態の正確な把握を通して適切なモニタリン

グに努めることとする。 

(ｶ) 民間のアイデアを一層活用する評価項目の設定 

施設や地域の課題解決や、サービスのさらなる向上を図るためには、民間事業

者のアイデア・ノウハウを一層活用することが効果的と考えられる。そのため、

施設の状況に応じて、施設の空きスペースや閉館時間帯を活用するアイデアなど

を募り、評価することを検討する。 

イ 二段階選定の導入 

選定にあたり、専門性が高い施設の場合や応募者の数が多数である場合等には、

第一段階で、団体の財務状況やその他の特性等に基づいて指定管理者としての一般

的な適性を審査し、第二段階で、具体的な提案内容等に基づき、当該施設の指定管

理者としての審査を実施するなど、二段階での選定を実施することも、選定の実効

性を高める手法としては有効であると考えられる。 

ウ 応募団体名のブラインド化 

事業計画書等の応募書類の書類審査やプレゼンテーション審査においては、応募

団体名のブラインド化を図る。 

エ 選定委員会等の採点 

各委員の採点及び理由等の相互確認による協議を行うこととする。 

また、審査時に一定の委員数が確保される場合には、最高点、最低点を除く残り

の委員の合計点を得点とすることとする。 
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オ 採点結果の公表方法 

個々の委員の素点を、委員名を伏せた形で公表することとする。 

カ 実績評価の次期選定への反映 

より良い管理運営を促すため、次期選定に際して現指定管理者が応募した場合、

これまでの管理運営の実績を加減点評価として選定評価に反映できることとする。 

実績評価については、要求水準を下回った場合だけでなく、指定管理者選定時に

特筆すべき提案があった場合、その提案が指定期間を通して達成できなかった場合

についても、その他実績を含めて５％以下の減点評価を実施することとする。 

この特筆すべき提案についても、指定期間中の実現状況について毎年確認するこ

ととする。 

ただし、その提案を実現できなかった理由が指定管理者の責によらないものにお

ける場合はこの限りではない。 

なお、実績評価の反映は、引き続き管理運営できることとなった事業者にはイン

センティブとなる反面、他の事業者の参入意欲を減退させ、競争性を阻害する可能

性があることにも十分な留意が必要である。 

そのため、次の３つの原則を遵守することが必要である。 

 

(ｱ) 実績評価の選定に占める割合は最大でも 10％以下とすること（競争性の阻害

を最小限とするため） 

(ｲ) 加点だけではなく、要求水準を下回った場合には減点を行うこと（他の候補者

との公平性の確保のため） 

(ｳ) 最低限の要求水準（協定の下限）を満たすだけでは加点しないこと（協定の

下限遵守は当然であり、加点には値しないため） 

 

【実績評価の反映例】 

○ 評価は４段階 
Ｓ：極めて優秀（要求水準を大きく上回る） 
Ａ：優秀（要求水準を上回る） 
Ｂ：良好（要求水準の下限を保持） 
Ｃ：不良（要求水準の下限を満たさない） 

○ 実績反映ポイント：10 点（全評点 100 点満点の場合） 
評価「Ｓ」の場合、＋10 点 
評価「Ａ」の場合、＋５点 
評価「Ｂ」の場合、±０点 
評価「Ｃ」の場合、－５点 
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次期選定時における実績評価の反映の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第三者評価機関 

選定評価委員会 

（第三者評価） 
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[利用者会議等] 

情報共有 

／指導等 

【年度ごとの評価の流れ】 
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選
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/選定審査への反映 
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１年目 

２年目 

３年目 
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５年目 
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(3) １団体のみが応募した場合の取扱い 

現在の指定管理者など１団体のみが応募した場合でも、基本的には十分な有効性を

持つが、当該指定管理者に対する実績評価が相当程度低い場合や、選定時の事業計画

書等に基づく評価が低いような場合には、必ずしも適切な選定とは言えないケースも

想定される。 

したがって、公募要項に「他の応募者がいない場合でも、最低制限基準に満たない

場合は選定されず、再度公募を行う」旨を記載し、選定委員会で予め最低制限基準を

設けることとする。 

 

(4) 議決による不指定への対応 

選定評価委員会等で指定候補者として選定された団体が、市会での議決の結果、指

定管理者として指定されないことも想定される。 

その場合、次点候補者がいる場合にはその団体を候補者として議会に諮るのか、

又は不指定通知を行った上で再度公募・選定手続きを行うのか、手順を事前に定め

ておく必要がある。 

なお、この場合の不指定通知は、一種の行政処分であるが、「議会の議決を経て行

われるべきものとされている処分」に該当する（行政不服審査法第７条第１項第３号）

ため、不服申し立ての対象とはならず、本市は一切の損失の補償等を行う責を負わな

い。 

 

(5) 指定管理者に組織再編行為等が生じた場合の対応 

経済活動のなかでは、民間事業者による組織再編行為等は常に想定されることであ

り、これは、指定管理者となっている民間事業者であっても同様である。 

そのため、各区局施設所管課は、日頃から指定管理者とコミュニケーションを図る

ことで組織再編行為等の状況について速やかな把握に努めるとともに、組織再編行為

等には様々な目的、状況及び内容等があり得ることから、次に示す考え方を参考にし

つつ、形式にとらわれず、実態を踏まえて対応することとする。 

 

ア 合併、分割その他これに類する行為が生じた場合 

指定管理者となっている民間事業者に、組織再編行為等のうち、指定管理者とし

ての業務の全部又は一部を承継させる合併、分割その他これに類する行為（以下

「合併等」という。）が生じた場合には、原則として、指定管理者としての地位を

承継させず、指定取消その他必要な対応を行った上で、公募等の選定手続を実施す

ることとする。 

ただし、指定管理者としての業務を承継した民間事業者の業務遂行能力や公募等

の選定手続を改めて実施することによる市民サービスへの影響やコスト等を総合的

に勘案し、選定評価委員会等の意見を踏まえ、政策局共創推進課等と協議の上で、

各区局において業務を継続させることが妥当であると判断した場合には、当該民間

事業者を残りの指定期間の指定候補者として非公募で選定することも可能とする。 
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なお、上記による対応が適当でない事例も想定されるため、実態を踏まえ、各区

局で適切に判断することとする。 

 

【合併等が生じた民間事業者を非公募で選定することが適当と考えられる事例】 

・本市の事業計画上、公募するとしても指定の期間を１年未満程度の短期間とせ

ざるを得ず、短期間に複数回の選定を行うこととなり、非正規雇用の増加など

雇用の不安定化につながるおそれがある場合 

・指定管理者不在による施設の一時閉鎖や直営化など、施設の管理運営及び市民

サービス提供に大きな影響を与えることが想定される場合 

 

イ 合併等以外の行為が生じた場合 

合併等以外の行為が生じた場合には、原則として、指定管理者としての地位を承

継させることを前提とし、政策局共創推進課等と協議の上、指定取消、再度の指定

その他必要な対応を行うこととする。 

 

上記ア及びイの考えを図示すると下表のとおりとなる。 

 

 手続 

指定の取消 公募 選定委員会への諮問 指定 

類
型 

合 併 等 

○又は× 〇（×） ○ 〇 

合併等が生じた後、指定管理者としての業務を持たない民間事業者が存続する場合に

は、指定の取消が必要 

上記以外の行為 

○又は× × × ○又は× 

実態に応じて適宜判断 

 

【関連用語】 

・組織再編…会社法第５編に規定される組織変更、合併、分割及び株式交換・株式移転等をいう。 

・合併…複数の会社が、合併により消滅する会社の権利義務の全部を、合併後存続する会社又は合併

により設立する会社に包括的に承継させることをいう。 

・分割…一又は二以上の会社が、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、他の会社又は

分割により設立する会社に包括的に承継させること。 

・組織変更…会社等の法人が、人格の同一性を維持しながら組織等を変更して、異なる種類の（すな

わち、異なる法律上の根拠を有する）法人となることをいう。会社の場合は、株式会社

が持分会社（合名会社、合資会社及び合同会社を指す）及び持分会社が株式会社となる

ことが認められている。 

・事業譲渡…会社が、事業を取引行為として他に譲渡すること。合併や分割の場合と異なり、私法上

の債権債務の移転には、個別にその相手方の同意を要する。 
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第５章 運用手続《２》協定の締結及び管理運営の実施 

 

１ 協定の位置付け  

市が指定管理者との間で締結する「協定」は、法的には「指定」という行政行為の

「附款」（行政行為の効果を制限し、又は義務を課すために付加される行政庁の意思表

示）と解釈することが妥当※である。 

しかしながら、指定管理者制度の実際の運用に際しては、協定こそが市と指定管理者

の間のパートナーシップの基盤となるものであり、「共創推進の指針」に掲げる４つの

原則（対等・対話、目標共有、アイデア保護と透明性確保、役割分担と責任明確化）を

具体化する鍵となるものである。協定の締結・解釈・運用にあたっては、これを常に念

頭に置くことが求められる。 

 

※ 指定管理者の指定に伴う法律効果は、あくまでも「指定」という市の行政処分によ

って発生するため、協定の締結だけでは法律効果を発生させようとする「効果意思」

を欠くことになり、単に独立した私法上の行為である「契約」と解することは困難で

あると考えられる。 

 

２ 協定書の記載項目 

(1) インセンティブの付与とペナルティの賦課 

指定管理者となった民間事業者が、その有するノウハウを有効に発揮し、また創意

工夫に基づく管理運営を行い、持続的改善を進めることを促すためには、強い動機付

けが必要である。 

そのためには、優れた実績等に対するインセンティブの付与を行うとともに、サー

ビス等が規定の水準に達しなかった場合には、管理運営の中止・指定取消等のペナル

ティの賦課を必要に応じて行うことが重要であると考えられ、積極的な導入を図って

いく。 

具体的な手法を次に例示するが、施設の特性等を考慮しながら、適切に選択し組み

合せて活用を図るなどの工夫が必要である。 

例えば、集客性の高い施設においては、利用料金制を積極的に活用し、増収時に指

定管理者の収入が増加することを協定で明確に規定することが有効であると考えられ、

一方で、一般的に増収等が見込み難い施設（福祉施設等）においては、サービスの質

的向上等に着目してインセンティブの付与等を行うことが有効であると考えられる。 

 

ア 利用料金制の導入 

利用料金は、公の施設の「利用の対価」であり、公の施設の「使用料」（法第

225 条）に相応するものである。したがって、指定管理者制度が導入された公の施

設では、利用者からの利用料を直接指定管理者に収入できる「利用料金制」とする

か、使用料として市の歳入とするかは、個々の条例で定めることとなる。魅力ある

施設運営を行うことで、結果として利用者の増加が図られた分だけ、利用料金を自
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らの収入とすることができ、指定管理者の経営努力が直接反映されやすい仕組みで

あるため、法令等により制限されている場合を除き、原則として「利用料金制」を

導入する。 

イ 指定管理料等への反映 

インセンティブ付与の手法として、優れたサービスや先進的な取組を行っている

指定管理者に対して、実績を評価した上で、指定管理料に上乗せして予算措置する

仕組みの創設が考えられる。 

ペナルティを賦課する手法としては、法が定める指定取消及び管理業務の停止の

他、協定に定める管理運営水準等を満たさない事業者に対して、例えば、ポイント

制等を用いて指定管理料の減額を実施すること等が考えられ、具体的には協定書で

規定する必要がある。 

年度協定書により金額が決定された指定管理料については、協定で定められた基

準や手続に基づくペナルティによる場合を除き、指定管理者が受け取る権利を有す

ると考えることが妥当である。 

したがって、予定されていた事業の中止等による場合を除き、余剰が発生した場

合には、指定管理者による経費節減等の成果であると考え、指定管理料の「精算」

等の手続きは原則として行うべきではない。 

「精算」等の手続きを実施することは、結果として指定管理者の経費節減に対す

る動機を失わせるとともに、良好な管理運営に対するモチベーションを低下させる

ものであることを認識する必要がある。 

また、指定期間中に年度ごとの協定で規定する指定管理料について、選定時の提

案書で示した金額から減額する場合には、管理運営や事業内容等（開館日・開館時

間の変更等を含む）に関して市と指定管理者の間で協議を行うこととし、その際の

手続について、協定で規定するものとする。 

ウ 実績評価の次期選定への反映 

次期選定に現指定管理者が応募した場合、これまでの管理運営実績を加減点評価

として選定評価に反映することができることとする。 

 

(2) 利用料金制 

利用料金制は、管理受託者のインセンティブを高めることを目的に、公の施設の利

用に係る料金を管理受託者の収入とすることができる仕組みとして、平成３年４月の

法改正により導入された制度であるが、平成 15 年の法改正により、指定管理者の収

入として収受させることができることとなったものである（法第 244 条の２第８項及

び第９項）。 

指定管理者が収受した使用料等を市の収入とした上で、あらためて指定管理料等と

して支出する場合と比較して、会計処理の簡便性・迅速性の向上、指定管理者に対す

るインセンティブ付与の可能性等の面で優れていると考えられる。 

 

利用料金は、条例で規定される上限を超えない範囲で指定管理者が定めることが可
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能であるが、現状から変更する場合（特に増額する場合）には、その合理性・必要性、

利用者との合意形成など一定の責任を指定管理者が有するものであり、各施設所管課

とも十分な協議のうえ、安易に利用料金を上げることがないよう慎重に対応する必要

がある。 

その際には、民間事業者が予測可能性を確保できることが重要であることから、利

用料金の変更（特に増額）を行う際の基準や手続等については、あらかじめ公募要

項・協定等で規定しておくことが必要である。 

利用料金収入が変動する場合の取扱いについては、前掲のリスク分担表のとおり、

大規模な外的要因に伴う需要変動によるものでない限り、想定より減少した場合で

あっても指定管理者の負担とすることが原則である。これは、利用料金収入が想定を

超過した場合であっても同様だが、想定を超過した場合の配分ルールは、公募要項で

方針を定めた上で、詳細については双方の協議に基づき、協定に盛り込んでおくこと

が望ましい。 

指定管理者が変更となる場合の利用料金収入は、原則として施設利用日に指定管理

者である民間事業者に帰属することとする。 

また、各施設設置条例施行規則に基づき、利用料金を返還する場合（いわゆるキャ

ンセル料）についても、同様の取扱いとする。 

また、回数券・ポイントカード等を活用している施設については、市と指定管理者、

また新旧指定管理者間だけではなく、利用者等の権利関係に影響があるため、返換金

や交換・継続使用の可否などを明確に定めるとともに、利用者等への事前の周知徹

底に努めることが必要である。 

 

(3) モニタリングに係る基本的事項 

モニタリングを実施する際に活用する基本的事項として、次の項目を必ず協定書に

規定する。 

ア 毎年度の事業計画書の提出（指標に対する目標値を含む） 

イ 毎年度の事業報告書の提出（必要記載事項等） 

ウ 市による管理運営状況の把握（報告、実地調査等） 

エ 市による指示・指導の実施 

オ 指示・指導に従わない場合の措置（指定取消・業務停止等） 

カ 第三者評価の実施 

キ 利用者満足度の把握（アンケート、会議、モニター調査等） 

ク コールセンターの活用 

 

(4) 次期指定管理者への引継ぎの実施等 

指定管理者が変更となる場合、各施設のサービスの継続性の確保について最終的な

責任は市が負うものであるが、管理運営の細部等については、指定管理者の協力が不

可欠である。その際、引継ぎの確実な履行を担保するため、施設の特性・状況等に応

じて、次のような適切な方法を検討する。 
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ア 市が引継事項のチェックリスト等を作成し、新旧指定管理者及び市の三者が立ち

会いサインをすることを以て引継完了とする。 

イ 指定管理料が分割による支払いの場合、最終期の支払いは、指定期間内に引継ぎ

を完了し、引継完了の確認後とする。 

ウ 旧指定管理者の引継ぎへの協力及び新指定管理者の引継費用（人件費等）の事前

積算が行われるよう、協定書において引継期間を明確化する。 

エ 建物・設備、備品等の明け渡し・引き渡しのルールを明確に規定する。 

建物・設備については、「原状回復」を原則とするが、現実的に困難又は不適当

な場合は、市との間で合意することを条件に、現在の状況をもって明け渡すことも

可能とする。 

備品については、指定管理期間の当初から存在した備品（市又は以前の指定管理

者から引き継いだもの）と、期間中に購入等を行った備品を区分して管理し、後者

については、市の負担で購入等を行ったものと、指定管理者の負担において購入等

を行ったものを明確に区別して管理する。その上で、当初から存在した備品及び市

の負担で購入等を行ったものについては、確実に次期の指定管理者に引継ぐことと

し、指定管理者の負担において購入等を行ったものについては、市と旧指定管理者

の間の協議により定めることとする。 

また、指定管理業務の実施に必要な文書については、指定期間終了後、旧指定管

理者が市に対して確実に引き渡しを行うことを規定する。 

オ 個人情報を引き継ぐ際には漏えいのないように確実に引き継ぐとともに、保有す

る必要のなくなった個人情報を適切な手段で、速やかに廃棄するよう、新旧の指定

管理者へ指示をする。特に、旧指定管理者が独自のシステム等を使用していた場合

には引き継ぎや廃棄などが確実に行われるよう留意すること。 

 

(5) 協定書に盛り込むべきその他の主な項目 

次に掲げる項目についても協定書において記載する。 

 

ア 業務の範囲 

当該施設の管理運営に関する業務について、仕様書・維持管理業務一覧表等を併

用し、具体的に規定する。 

イ 第三者への委託等 

指定管理者が行うべき業務について、予め、本市と文書による協議を行い、承認

を得た上でその一部を第三者（当該業務を専門とする事業者等）に委託することが

可能であることを規定する。 

ただし、指定管理業務を一括して第三者へ委託することはできないため、第三者

への委託を実施する際、請け負う事業者や指定管理者にまかせきりになることなく、

施設所管課がその実態を必ず把握し、個別に状況を確認することが必要である。 

よって、指定管理者は、前年度末までに、次年度の第三者委託予定一覧を施設所

所管課へ協議し、施設所管課は委託予定先、業務内容等について確認することとす
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る。 

ウ 法令の遵守 

法令の遵守は当然のことであるが、確認的に協定書に定めを置く。その際、直接

的に関係する法令を具体的に列挙する。 

さらに、指定管理者による適法かつ社会的要請に応えた管理運営を確保する観点

から、労働関係法規（労働基準法、労働契約法、労働組合法、労働安全衛生法、最

低賃金法、労働者派遣法等）については、特に強く遵守を求めることが必要である。 

エ 口座管理 

会計処理の透明性確保の観点から、指定管理者が当該施設の管理運営のために使

用する預金口座については、１施設当たり１口座を原則とするが、管理運営上必要

な場合には、施設所管課との協議の上、複数の口座を使用することを認めることと

する。 

オ 指定管理料支払い方法の原則 

指定管理料については、指定管理者の資金繰り（支払い等の資金需要の発生）の

円滑化に対する配慮（早期の支払い、月払いの実施等）が必要な場合も含め、支払

いのルールを市と指定管理者が協議の上規定する。 

カ 賃金水準の変動への対応 

安定した雇用労働環境の確保のため、賃金水準の変動に応じて人件費を見直し、

指定管理料へ反映することについて、市と指定管理者が行う対応を明記する。 

キ 光熱水費支払い方法の原則 

光熱水費については、支払いのルールを市と指定管理者が協議の上、規定する。

具体的には、複合施設において、利用者数等の利用状況に大きな相違がある中で面

積按分としているケースや、指定管理者が変更となった場合の支払いの分担方法が

不明確な取扱いとなっている事例等が指摘されている。前者については、可能な限

りメーターの設置による従量制や利用者数による按分への変更、後者については、

協定書で確認するなどの対応が望ましい。 

ク 債権債務の譲渡等の禁止 

指定管理者としての地位は指定という行政処分により発生する公法上のものであ

ることから、譲渡等がなされるものではない。 

しかしながら、指定管理者の地位に伴い生じた個別の債権債務については第三者

に対して譲渡等がなされることが想定され、これに伴い指定管理施設に関する法的

関係が複雑化・不安定化するおそれがあることから、これを禁止する旨を明記する

こととする。 

なお、協議の結果、本市が当該譲渡等について、個別の事情を踏まえ、指定管理

者がやむを得ず、指定管理者としての業務に係る自己の「事業」を譲渡する（事業

譲渡・会社法 467 条）必要が生じたものであると認めた場合には、譲渡等に同意す

ることも可能であり、その際には、指定管理者に組織再編行為等が生じた場合の対

応を参考に、適切に対応することとする。 
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ケ 展示施設における企画展等の引継ぎに関するルールの設定 

展示施設における企画展等は、当初の構想から完了まで通常数年間を要するもの

であり、その間、指定管理者が変更になった場合を想定して、事前に引継ぎのルー

ルを明確に定めておくことが必要である。具体的には、企画の継続の有無、費用の

負担、企画展完了後の利用料金収入の帰属等について規定することが考えられる。 

コ 共同事業体内部での責任の明確化 

２以上の事業者が共同して指定管理者となる共同事業体形式を取る場合には、共

同事業体内部での責任を明確に規定する。そのための具体的な手法として、応募時

に「共同事業体協定書」及び代表団体への委任状を提出させるとともに、選定後、

協定締結時までに、代表団体及び責任分担を明確に定めた組合契約を締結し、組合

契約書の写しの提出を要件とすること等が考えられる。 

サ 中小企業等協同組合内部での責任の明確化 

中小企業等協同組合を指定管理者として指定する場合には、組合内部での責任を

明確に規定する。 

シ 指定管理者と市との定期的連絡調整 

施設・指定管理者が抱える課題を市が共有し、解決を促進するためのプロセスと

して、指定管理者と市との間で、定期的に連絡調整、コミュニケーションの場を設

ける。その際、指定管理者側の責任者を明確に定め、責任者変更時の届出手続等に

ついても規定することとする。 

ス 指定管理者の指名停止 

指定管理者が本市指名競争入札に参加する資格を有する者であり、指定期間中に

横浜市指名停止等措置要綱に定める措置要件に該当する場合は、指名停止を行うこ

とについて、明記する。 

セ 組織再編行為等に関する協議 

指定管理者が市に対し、組織再編行為等が生じた旨の申し出をする場合、業務を

承継する事業者が業務を開始する時期等については、市民サービスへの影響や事務

の効率性等を踏まえ市と十分協議する旨を明記する。 
ソ 組織再編行為等への対応に伴う費用の負担 

指定管理者に組織再編行為等が生じたことにより、市が必要な対応をするために

発生する次の費用は、当該指定管理者又はその業務を承継する者が負担する旨を明

記する。 

(ｱ) 選定評価委員会等への諮問のために必要となる委員報酬等の費用 

(ｲ) 弁護士等の専門家への相談のために必要となる謝金等の費用 

 タ 備品の管理 

   指定管理者は市が所有する備品の貸与を受け、常に良好な状態に保つものとする。 

  なお、施設の備品は原則として市が所有する備品をⅠ種、指定管理者が所有する備

品をⅡ種に分けて管理するものとする。なお、物品の取り扱いには備品リストによ

り適切に管理するほか、以下の点に留意することが必要である。 

(ｱ) Ⅰ種備品は市が指定管理者に貸与するものであることから、前提として一義的
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な管理は市が行う必要があり、その管理において本市物品規則に準拠した運用が

望ましい。 

(ｲ) Ⅰ種備品が経年劣化等により利用に供することができなくなった場合、修理・

修繕による状態の回復を行うことが原則であるが、費用対効果の点などから判断

したうえで更新を可能とする。 

(ｳ) Ⅰ種備品の更新については、市と指定管理者が協議のうえ、市が調達のうえあ

らためて指定管理者に貸与するか、指定管理者が自らの費用等により購入、調達

するものとする。 

(ｴ) 利用に供されなくなったⅠ種備品については、廃棄に係る手続きを速やかに行

うものとする。 

(ｵ) 管理状況の確認にあたり、備品リストと現物の突合（棚卸）が適切に実施され

ていることは、施設サービスの提供・維持に資することはもとより、特に指定管

理者が変更となることが想定される場合には、備品の管理状況の把握は円滑な引

継ぎに非常に重要である。 

ただし、各備品の棚卸の頻度は年度に１回の実施が望ましいが、施設の特性や

所有する備品の種類や金額的な重要性も加味したうえ設定できるものとする。そ

の際は標準指定期間である５年に一度は実施するものとし、施設管理コストにお

ける効率性と物品管理の適正性のバランスを保つものとする。 

 

なお、指定管理者が備品を購入する場合、それがⅠ種備品の更新に伴うものであ

るかを問わず、一義的には指定管理者に備品の所有権が生じるものと考えられる。

これは、指定管理者が備品を購入する場合、特別な定めがない場合、指定管理料は

施設の管理費における「一般財源」的な取扱いになるため、指定管理者の収入であ

る利用料金収入と区別ができないと考えられるためである。 

そのため、市が所有者となるⅠ種備品として適切に管理するためには、本市への

所有権の移転手続が必要であり、施設所管課は指定管理者が備品を購入する際には、

事前の協議や施設モニタリングを通じて、移転手続や備品台帳（備品等Ⅰ種リスト）

への記載が適切になされているかを確認する必要がある。 

なお、Ⅱ種備品は指定管理者が自らの費用と責任において取得・所有するもので

あるが、施設サービスの維持向上に資する目的で管理されるものである以上、備品

等Ⅱ種リストに登録の上、適切に管理されることが必要である。 

チ 消耗品 

消耗品については「短期間の使用によってその性質もしくは形状を変じ、または

その全部もしくは一部を消耗するもの及び実験用材料として使用するもの、または

贈与を目的とするもの」（本市物品規則）とされており、備品については、「その

性質または形状を変ずることなく、相当長期間にわたり使用できるもの及びその性

質が材料または消耗品であっても標本、陳列品またはこれらに類するものとして保

管するもの」（本市物品規則）であるとされている。なお、備品については金額的
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な取扱の基準があるとともに、価格に拠らず消耗品として取り扱うものも存在する。 

令和５年４月より、本市の備品と消耗品の区分基準が改められ、備品の性質を備

えたものであっても、100,000 円未満であれば消耗品として取り扱うことが可能と

なっている。また、パソコン及びそのディスプレイ並びに印紙を除く金券類（図書

カード、QUO カード等） 、電子機器等の比較的高額で持ち運びによる使用が想定

される物品など備品に準じた適切な在庫管理が必要と認められる物品については、

消耗品であっても保管状況や使用状況に応じた管理簿等の帳簿を作成し、管理する

こととされている（令和５年２月 24 日付会会第 1413 号「備品と消耗品の区分基準、

備品の分類及び重要物品の指定等及び事務処理について(通知)」）。 

指定管理施設において、一律に当該基準による区分管理を直ちに始める必要性は

ないと考えるが、今後は各施設の実情等に応じて整理のうえ、Ⅰ種備品と区別のう

え管理を行っていく必要がある。 

ツ 物品等のリース契約 

指定管理者は物品のリース契約を管理の必要性に応じてできるものとする。しか

しながら、その場合においては、原則として契約期間が指定期間内に終了するもの

とする。 

ただし、施設の性質上又は物品等の特殊性などの特別な事情などにより、指定期

間を超えたリース契約を締結する必要があると考えられる場合には以下の点に留意

する。 

(ｱ) 基本協定書において事前協議等に関する項目をあらかじめ規定し、契約内容を

把握すること。 

(ｲ) 指定期間を超えたリース契約を行おうとする場合は、協議により指定期間終了

後の取扱いを明確にしておくこと。 

(ｳ) リース期間が指定期間を超える場合、次期指定管理者への引継ぎの有無等につ

いて公募要項等で条件提示を行う必要がある。なお、指定管理者の変更を想定す

るリース契約については、契約内容に指定期間満了後の契約者の地位の承継に関

する条項を盛り込んでおくことが必要である。  
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第６章 運用手続《３》モニタリング及び評価 

 

１ モニタリング及び評価の概要 

本市の指定管理者制度の運用におけるモニタリング及び評価は、PDCA サイクルに基づ

くマネジメントシステムの一環である「C（Check：評価）」の役割を担うプロセスに位

置づけられる。 

ここで、モニタリングとは、「施設の管理運営の水準等について、日常的・継続的に

確認を実施すること」とし、評価とは、「施設の管理運営の水準等について、日常のモ

ニタリングプロセスとは別に、一定の方法・様式等を定めて、定期的に、協定に対する

達成状況等を測定すること」とする。 

モニタリング及び評価の目的は、運営上の課題等を発見し、施設の管理運営にフィー

ドバックし、施設の管理運営状況を向上させることにある。 

したがって、モニタリング及び評価自体を目的化したり、あるいは、その結果を指定

管理料や次期選定等に反映することを目的化してはならない。 

以下、モニタリング及び評価については、合わせて「評価」といい、モニタリングの

みを表す場合は「モニタリング」という。 

 

２ 指定管理者による自己評価 

施設の管理運営が、当該施設の設置目的や協定書・仕様書等に沿って行われているか、

指標に対する目標値の達成状況はどうか、等の点について継続的に自己点検を行う。原

則として定期的に（例えば毎年１回等）行い、その結果を事業報告書の一部として提出

するよう協定に規定する。 

 

３ 市（施設所管課）による評価 

市（施設所管課）による指定管理者の適切なモニタリングは、地方自治法上も義務と

されており（第 244 条の２第７項）、協定書及び毎年作成・提出を行う事業報告書の記

載項目に基づく管理運営状況の確認を行う。 

事業報告書には、次の項目を必ず記載することとする。 

 

(1) 管理経費の支出状況 

(2) 利用料金の収入状況 

(3) 利用実績（利用者数、自主事業への参加者数等） 

(4) 管理運営の実施状況（自主事業の実施状況、施設の管理状況、施設点検の実施状況

及び結果等） 

(5) 指定管理者による自己評価結果（利用者会議・アンケート等含む） 

(6) 指標に対する目標値の達成状況 

 

なお、上記事業報告書において計画額（予算額）と実績額（決算額）に一定の乖離額

が生じている場合は、「収支予算書及び報告書」の説明欄に当該理由の記載を指示する
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とともに、当初計画額から変更を行っている場合は補正予算欄を活用し、施設の収支状

況の透明性を図ること。 

また、各年度における本部事務経費に増減が生じている場合は、選定時に提出を受け

ている計上科目一覧や本部事務経費の計上の考え方等を踏まえ、モニタリング等により

増減理由を把握すること。 

また、日常の管理運営の状況を把握し、持続的改善を促すことを目的として、市（施

設所管課）は定期的（毎月又は四半期ごと等）に、次に基づき、モニタリングを実施す

る。 

 

(1) 関係書類の確認（例：日報、利用申請書、経理関係書類等） 

(2) 実地調査の実施 

(3) 適切な指示・指導の実施 

(4) 指示・指導に対する改善状況の確認 

 

施設の安定的な管理運営を確保するため、年１回を目途として、指定管理者となって

いる民間事業者等の「団体」の財務状況を把握することが重要である。そのため、貸借

対照表や損益計算書等の財務諸表により、団体の財務健全性を確認する必要がある。 

また、備品については、備品台帳と現物の突合(棚卸)により、管理状況等を確認する。

実施の頻度は、効率性と適正性のバランスを保つためにも、指定期間が５年間の場合、

その期間内に全ての備品を少なくとも１回以上実施することを原則とする。ただし、新

たに購入するⅠ種備品については、施設モニタリングの機会などを活用し、適切に管理

がされていることを確認すること。 

なお、以上の市による評価の結果については、「事業計画書」「事業報告書」を本市

ウェブサイトに掲載するなど、積極的な公表に努める。 

 

４ 第三者評価機関・選定評価委員会による評価 

本市における第三者評価は、市及び指定管理者とは異なる客観的な視点に立って、管

理運営水準の向上を目的に実施している。 

実施方法としては、施設の特性によって、次の３つの方式を導入している。 

(1) 地区センター等の市内に多数設置されている施設 

ア 方式 

   指定管理者第三者評価機関による評価 

イ 内容 

一定の条件の基づき市が認定した指定管理者第三者評価機関が、評価を実施（全

施設の約３割） 

(2) 特別養護老人ホーム等の福祉サービスを提供している施設 

ア 方式 

   福祉サービス第三者評価 
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イ 内容 

福祉サービス第三者評価機関が、評価を実施（全施設の約１割） 

(3) 美術館等の高い専門性を有する施設 

ア 方式 

   附属機関（選定評価委員会等）による評価 

イ 内容 

外部委員で構成される附属機関が、評価を実施（全施設の約６割） 

 

第三者評価を受ける義務については、各施設の設置条例で規定するほか、指定管理者

と締結する協定においても規定する。実施時期としては、第三者評価実施後の施設運営

に評価結果を生かす必要性と、各施設の運営が安定した時期に評価する必要性を考慮し、

指定期間が５年の場合、原則として２～３年目に実施し、以降の運営水準の向上に活用

することとする。ただし、同一の団体が引き続いて指定管理者として指定された場合に

は、所管課と指定管理者との協議により、１年目に実施することも可能とする。 

なお、(1)に係る実施費用については、平成 24 年度以降、各指定管理者の負担とする。 

 

５ 利用者等による評価 

利用者等の意見を施設の管理運営に反映することにより、そのさらなる改善を目指す

ことを目的に、日常的・継続的なレベルで実施されるモニタリング手法として、次のよ

うな手法を用いた利用者等によるモニタリングがある。今後も、各施設の特性に応じて、

利用者満足度調査の実施など利用者や市民の意見をより的確に反映できる評価手法を検

討していく。 

 

(1) 利用者会議 

利用者会議は、施設の利用者代表等により構成され、そこで出された意見について

は、施設の管理運営の改善に取り入れていく。 

(2) 利用者アンケート 

利用者アンケートは、施設の利用者に対して、管理運営に対する満足度等を質問す

るアンケートを実施するものであり、その結果について、今後の改善に役立ていく。 

(3) 電話やＦＡＸによるご意見・ご要望 

市のコールセンターにて、利用者等からの意見や要望を受け付け、施設所管課又は

指定管理者が対応するほか、その結果についても公表し、今後の管理運営に反映して

いく。 

（参考）連絡先 

電 話：045-664-2525 

ＦＡＸ：045-664-2828 

 

６ 結果の反映・フィードバック 

評価の結果は、各段階において、施設の管理運営の改善のためにフィードバックを行
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うことが必要である。 

具体的には、次のようなフィードバックが想定される。 

 

(1) 日常的なレベルでのモニタリング結果（自己点検、利用者意見等） 

 反映可能なものについて、以降の管理運営に反映 

(2) 市によるモニタリング（定期・随時の報告等に基づく指示） 

指示に基づく改善の準備を行い、可能になった段階で実施 

(3) 市による毎年度の評価（事業報告書に基づく評価） 

   ア 翌年度の管理運営の改善への反映 

イ 指定管理料への反映   

(4) 市による指定期間全体に対する評価（事業報告書等に基づく評価） 

   ア 次期選定への反映 

イ 当該施設の必要性・あり方等の検討のための基礎資料  
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第７章 関係各部署の役割 

 

指定管理者制度の運用に携わる主な市役所内の部署は、「１ 各施設の所管課」「２ 

各施設に関する条例・予算・制度等の所管課」「３ 政策局共創推進課」「４ アセット

マネジメント所管部署」の４つに分け、それぞれが果たすべき役割を定める。 

 

１ 各施設の所管課 

各施設の所管課は、政策目的達成のために、施設の「経営」を行う主体であり、指定

管理者制度の運用にあたり庁内で中心的な役割を果たしていくことが求められる。具体

的には、指定管理者導入の是非の検討から、対象施設の決定、公募、選定、協定締結、

管理運営の開始、モニタリング・評価、評価等の結果の反映、までの一連の過程の全て

を責任を持って行うこととなる。 

また、指定管理者から報告を受けた事件・事故等であって全庁的に情報共有すべき案

件については、速やかに条例や制度等を所管する局の関係課をはじめ政策局共創推進課

へ遅滞なく報告する。 

 

２ 各施設に関する条例・予算・制度等の所管課 

各区が所管する区民利用施設については、当該行政分野を所管する局の関係課が、各

施設に関する条例・予算・制度等を所管している。 

このような場合であっても、各施設の「経営」主体は各区の関係課となるが、局の条

例等所管課は必要に応じて、各所管課の支援・調整等を行う。 

具体的には、当該施設の指定管理者制度の運用に関する経験の共有化、公募要項・協

定書等の標準化、利用許可基準の統一化等を実施する。 

 

３ 政策局共創推進課 

政策局共創推進課の主たる役割は、各施設所管課における適切な制度運用の支援であ

り、具体的には、①本ガイドラインの作成及び各施設所管課での反映状況の確認・検証

②制度に関する必要な情報の収集及び提供（各種の研修等を含む）③全市的視点からの

調整（各施設の管理運営に対する助言・意見等を含む）、とする。 

 

４ アセットマネジメント所管部署 

アセットマネジメントを所管する部署（財政局ファシリティマネジメント推進課及び

建築局保全推進課等）は、直接的に指定管理者制度の運用に携わるものではないが、公

の施設の管理運営について、「施設の物的側面（建物・設備）に着目し、より良い管理

（具体的には、施設の長寿命化等）を行っていくために、特に技術的側面からの支援を

行うことを中心的な役割とする。  
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（参考法令）地方自治法 
第十章 公の施設 

 

（公の施設） 

第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に

供するための施設（これを公の施設という。）を設けるものとする。 

２ 普通地方公共団体（次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。）

は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 

３ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱

いをしてはならない。 

 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第二百四十四条の二  普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定

めなければならない。 

２ 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要な

ものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようと

するときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。  

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると

認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方

公共団体が指定するもの（以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」

という。）に、当該公の施設の管理を行わせることができる。  

４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務

の範囲その他必要な事項を定めるものとする。  

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。  

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該

普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。  

７ 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告

書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。  

８ 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の

利用に係る料金（次項において「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入とし

て収受させることができる。  

９ 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例

の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管

理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなけれ

ばならない。  

10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正

を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求

め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。  

11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理

者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又

は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。  
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